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平成元年9月 18日午前 10時間議

日程第 1 行政一般通告質問

開 議午前 10時04分

。副議長(石井 謀君) 本日の出席議員数24名、これより第 3回市議会定

例会第 2日目の会議を開きます。

本日の議事はお手元に配付の日程表により行います。

行政一般通告質問

。副議長(石井 謀君) 日程第 1、これより通告による行政一般質問を行

います。

締め切り日の 9月11日正午までに提出のありました議員、要旨及びその願

序はお手元に配付のとおりであります。

これより順次質問を行います。

この際、申し上げます。通告質問者は以上のとおりであり、他に関連質問

等の発言もあろうかと思いますが、本日は通告者のみといたします。発言の

方法は、最初の発言を20分以内とし、執行当局の答弁は時間外、再質問は答

弁を含めて30分以内といたします。

これより順次発言を隠れ、ます。

14番議員小宮利夫君。御登壇願います。

(14番議員小宮利夫君登壇)

。 14番(小宮利夫君) 私は、既に通告をしましたち点にわたり質問を申

し上げたいと存じます。

まず、第 1点の高齢化社会対策についてでありますが、我が国の高齢化社

会の特徴は欧米に比べてその進むスピードが早いとのことです。長寿はもち

ろん喜ばしいことですが、それに対応する社会体制ができていないと必ずし

もめでたいとは言い得ないかと思います。真の長寿社会を目指すため、行政

と市社会福祉協議会が双壁となり、積極的に高齢化社会対策を推進していた

だきたいと思います。市社会福祉協議会の平成元年の事業計画並びに予算を
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見ますと、スローガンは「優しい思いやりのある地域社会を目指して」とや

や抽象的ではあるが、立派なスローガンだと思います。事業方針は、 「今日

高齢化社会の到来、核家族の進行という社会情勢の中で、地域社会を基盤と

した総合的な在宅福祉サービスの開発、住民相互の援助体制づくりが急務と

なっている。本市においても、千葉県地域ぐるみ福祉推進計画に基づき、福

祉ネットワーク事業を中心に明るい長寿福祉社会実現のため心の通う福祉の

定着を図らなければならな ~\o 特に、本年は社会福祉振興基金の活用、支部

活動の充実を図り、在宅福祉推進に努めるJと非常に格調の高い方針であり

ます。さらに、重点事項をち項目掲げ、その 1つ地域ぐるみ福祉ネットワー

ク事業の推進とあり、その実施要綱の中に福祉センターの建設促進とありま

すが、建設促進とはただの作文だけでしょうか、それとも構想や具体策があ

ったら教えていただきたいと存じます。

平成元年の予算書を見ますと、市補助金が1.117万 7.000円の大台に乗っ

たことは大変喜ばしいことでありますが、これはおおむね人件費の増高によ

るものであり、もう少し事業費を増額して長寿社会に備えたいと思います。

厚生省では、高齢化社会対策として寝たきり老人ゼロ作戦を展開、来年度概

算要求に43億円を計上し寝たきり老人の数を限りなくゼロに近づけ、活力あ

る高齢社会を築くため寝たきり老人ゼロ作戦を進めるそうです。その計画の

1っとして、寝たきり老人の大半は機能回復の訓練次第で動けるようになる

ことを国民に啓発し、社会復帰へ向けた積極的な欧米型のリハビリ介護へ取

り組みを促すこと。その 2は、ホームへルパ←や日帰りのデイサービスなど

の行政サービスを介護老人を抱える家庭へ円滑に供給するため、現在介護支

援センターを全国 5.000カ所に整備することが柱であると強調しております。

この国の方針に対して、行政の対応と所信の一端をお伺いいたします。

第2点目は、ふるさと創生 1億円事業の経過並びに取り組み状況について

お伺いいたします。自治省審議官のテレビインタビューの中で、全国 3.268

市町村の半分弱が決定し、その内容は歴史、文化、産業を生かした地域の活

性化が中心となっている。特に、宮古市は陶芸を創生事業に、富良野市はワ

インづくりを特産品とする、伊豆松崎町では伊豆の長八絵師の美術館の強化
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と人材育成、松崎を愛する心を長い目でクリアし、東洋のコートダジュール

と夢は膨らんでいる。千葉県では、事業内容が決定している自治体は26市町

村で、 38市町村は使い道が決まらず模索中でありますが、本市はいち早く海

外6カ国のアーチストを招いて都会のホールではできない野外の国際民族音

楽フェスティパルを演出し、文化人の市長の面白躍如たるものがあります。

第 1回ということであるし、国際感覚の高まりがいま一歩という地域での催

しだったので御苦労されたことと存じます。自画自賛でも結構ですから、反

省材料がありましたらお伺いします。

9月定例議会へ館山市ふるさと創生人材育成基金条例の制定、館山市ふる

さと創生奨学基金条例の制定、館山市ふるさと創生奨学資金条例の制定の 3

つの条例案が上程されますが、館山百年の大計のため非常にすばらしい高遭

な発想だと思いますが、すべてソフトの分野でハード事業のないことが一抹

の寂しさを感じさせます。お隣の木更津市では、ハード事業として太田山公

園山頂に木更津タワーを 2カ年事業で建設される見通しとなりそうです。私

はふるさと創生のハード事業として、全国的にその例を見ない館山湾に大噴

水を上げることを提言します。仮に日本にただ 1つの大噴水が夜ともなれば、

ネオン入りで夢と幻想とロマンの交錯が全国津々浦々の人々を魅了せずには

おかないことは明白であります。どうか館山の創生、活性化のため、ぜひと

も実現することを懇願する次第であります。

第 3点目は、神余小学校はなぜ改築できないのでしょうか。神余地区は地

名が示すとおり古代国家時代から開拓され、中世里見が勃興する以前から地

方豪族である神余氏の拠点として君臨した名族の子孫で非常に誇り高い住民

意識が潜在し、学校統合のネックになっていると伺っております。教育委員

会の基本的な姿勢は、適正規模でない学校を統合して適正規模の中で教育の

理念を追求し、生命の尊厳を教えることが究極の目的であろうかとお考えの

ことと存じます。このことについては基本的に賛成でありますが、地域住民

のコンセンサスが得られなければ実現しないことは明白であります。神余小

学校は耐周年数を超え、危険校舎この上もないと思います。児童のとうとい

生命を考えたとき、また災害は忘れたころにやってくることを考えに入れた
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とき、直ちに校舎の改築を考え来年度は改築予算を編成することが焦眉の急

であり、神余地区住民の渇望するところであろうかと存じます。統合条件を

前提としないで、立派な校舎を建設して神余地区の住民が統合しなければな

らないという意識を醸成することが賢明な策かと思います。仮に数年後に学

校統合が行われたとしても、残った校舎は神余地区のコミュニティの核とし

て十分に活用され、地区の発展に寄与するものと思います。教育委員会の所

信をお伺いいたします。

第4点は、平砂浦海水浴場の開設について不適な理由をお伺いいたします。

去る 6月議会に、富崎、神戸両地区の各種団体長、業者を挙げて平砂浦海水

浴場開設の請願が提出され、建設委員会へ付託されました。建設経済委員会

では慎重審議の結果採択され、本会議で承認され、市へ送付されたことと存

じます。その後市はとのような調査を実施したかお伺いします。

相浜海水浴場の汚染源は、巴川上流の畜産業者のし尿のたれ流しと海水浴

場に流入する香取、相浜両地区の下水に起因することと、漁船の出入港の安

全を期するための消波ブロックが梅流を変化させたのではないかと市当局は

分析しておりますが、その証拠として相浜港の岸壁に付着する青ノリが黒ノ

リと化していることは、長い年月にわたり畜産業者のし尿のたれ流しに起因

していることはこのノリが明白に証明しております。今年の夏の相浜は人影

がまばらで、その上日本テレビによるモーニング、朝の番組で「日本一汚い

海、相浜海水浴場」と放映され、お客のキャンセルが続出し、ゴーストタウ

ンと化してしまった。平砂浦の海岸は、館山にただ 1つ残された自然、があり

ます。白砂青松の表現どおりの海岸です。今夏は相当数の海水浴客でにぎわ

い、ペンショングループはみずから監視体制を敷いて自街しております。平

砂浦はリゾート市の指定を受けた館山市に残された唯一の海岸線で、人為的

でないウェルネスのこよなき場であります。にもかかわらず、海水浴場とし

て指定しないことはアナクロニズムかそれとも化石化的な発想しか持ち合わ

せていないのか、少し表現がきっく恐縮でございますが、指定できない科学

的な根拠がおありでしたらお示しください。

第ち点は、ジェットスキー大会を館山湾で、開催申し入れが流産したと灰聞
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しておりますが、事実かどうか。館山湾で本大会が開催されたならば本市の

イメージアップに大きく役立ち、さらにさまざまな海のイベントが後続して

館山の活性化は海からやってくると思料いたします。事の事実は定かでない

が、現鴨川シーワールド建設の相談があったと聞き及んでおります。次いで、

昭和48年若潮国体の折、県は館山湾にヨットハーパーを建設しようとして再

三再四にわたり漁協と折衝したが、膨大な補償のため断念しております。館

山では海のイベントは無理だというダメージへの熔印が押されたかと思いま

す。今後海のイベントに対する方針をお伺いいたします。

以上、ち点にわたり質問を申し上げましたが、御答弁によりまして再質問

をさせていただきます0

0副議長(石井 謀君) 半津市長。

(市長半淳良一君登壇)

。市長(半淳良一君) 小宮議員の御質問にお答えをいたします。

大きな第 1点でございますが、高齢化社会対策についての御質問の中で、

福祉センターの建設促進について御質問がございましたが、館山市社会福祉

協議会の強化計画の中で、地域福祉の活動の拠点として当面現在使用してい

る市民センターを最大限に活用することにより地域福祉センター的役割を果

たしていくものとし、将来設置の方向で検討していくとしておりますが、市

といたしましても地域福祉活動の拠点として市民センターを十分に活用して

いただきたいと考えております。

次に、第 2点の寝たきり老人ゼロ作戦及び在宅介護支援センター整備につ

いての御質問でございますが、これは国の平成 2年度概算要求の段階でござ

いまして、当市といたしましては今後国の制度の決定を待って対応してまい

りたいと考えております。

次に、大きな第 2点ふるさと創生の具現化についての問題でございますが、

まず第 1点国際民族音楽フェスティパルの反省点についての御質問でござい

ますが、市外からの入場者が少なかった点、資金構成、雨天対策など反省点

もございますが、市制50周年記念事業であること、また初めてということで

テレビを初めとするさまざまな媒体に乗り、リゾート地館山の PRの点でか
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なりの効果がございましたし、市内小中学生の無料招待やワークショップを

通じて各国の民俗文化に触れる機会が提供でき、新しい文化の創造につなが

るものと考えております。

次に、館山湾に大噴水を上げることについてでございますが、みずから考

えみずから行う地域づくり事業の趣旨、市民から提案されました企画書、こ

れらを踏まえて永続的な取り組みに発展させることが期待される点を考慮い

たしまして、館山市としては50周年記念事業のほか人材育成事業として、奨

学資金、青少年海外派遣、地域リーダーの育成の 3つをみずから考えみずか

ら行う地域づくり事業としようとするものでございます。したがいまして、

御提案のありました大噴水については、みずから考えみずから行う地域づく

り事業としては考えておりません。

第 3点、神余小学校の改築についてでございますが、教育長より御答弁申

し上げます。

第4点、平砂浦海水浴場の開設についてでございますが、平砂浦海水浴場

開設の請願が採択、承認された後市はどのような調査を実施しているかとい

う趣旨の御質問でございましたが、現在流速計による潮流調査、海岸流調査、

深浅測量を実施しているところでございます。

次に、海水浴場として指定できない根拠があるかとの御質問でございます

が、海水浴場として開設するには県の海水浴場安全指導要綱に基づき、潮の

流れ、波の高さ等生命に危険のない条件を備えた区域を開設するようになっ

ております。したがいまして、現在実施しております潮流調査等の調査結果

を踏まえて判断してまいりたいと考えております。

次に、大きな第ち点、ジェットスキー大会の開催ができなかった理由とい

う御質問でございますが、市といたしましては全く聞いておりません。

また、当市では海のイベントが無理だという御質問でございますが、御承

知のとおりことしの海の祭典にはジェットスキー、パラセ←リング等を実施

しております。今後も海のイベントは関係機関と協議をしながら実施してま

いりたいと考えております。

以上、答弁を終わります。
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。副議長(石井 謀君) 福原教育長。

(教育長福原 修君登壇)

。教育長(福原 修君) 神余小学校の改築問題につきましてお答えをいた

します。

神余小学校につきましては、児童数の極度な減少に伴う教育効果を配慮い

たしました統合問題を現在地元と話し合い中でございます。したがいまして、

小学校の全面改築の具体的計画は現在のところございません。

なお、現在の敷地は学校経営に必要な文部省基準の面積に達していないこ

ともあわせて申し上げます。

以上でございます。

@副議長(石井 謀君) 14番小宮利夫君。

。 14番(小宮利夫君) ただいま市長の御答弁でおおむね了解いたしまし

たが、二、三再質問をさせていただきます。

私は、最初にして最後の福祉は親族、友人などに見守られて永い旅路につ

けることが最高の福祉であろうかと存じます。長い風雪に耐え、善悪の葛藤

に苦しみ、生きながらえた者がある日突然孤独な死、介護疲れからの心中、

自殺などの悲劇がマスコミをにぎやかせております。国は、この悲劇を繰り

返しではならないとようやく重い腰を上げて全国 5.000カ所に在宅介護セン

ターを整備し、 24時間体制で家庭からの相談に応ずる画期的な事業を市町村

と調整して展開するそうでありますので、本市も国の政策を上回る介護セン

ターの充実を要望いたします。

次に、慈善の福祉は救急基幹病院が30分以内で搬送できる位置にあること

が望ましいと思います。基幹病院が 1時間余かかるところでは、助かる病人

も助からないこともあろうかと思います。将来館山市圏に基幹病院を建設す

るお考えはないものでしょうかお伺いいたします。

。副議長(石井 謀君) 小幡民生部長。

。民生部長(小幡清之君) 基幹病院の建設ということでございますが、こ

れも大変難しい問題でございまして、安房医師会また安房郡市の各市町村等

が構成員となっています安房郡市地域医療協議会の中において検討していた
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だくのが最善ではないかと、このように考えております。

O副議長(石井 謀君) 14番小宮利夫君。

@14番(小宮利夫君) おおむねわかりました。

次に、生命保険文化センターのアンケートによれば、 6割以上の国民が老

後に不安を抱いている、年金や貯金では生活は賄えないと言っております。

そこで、シルバ一人材センターといいますか、老人の経験を生かした職場や

仕事のあっせんなどがあるならば教えていただきたいと思います。

。副議長(石井 謀君) 小幡民生部長。

。民生部長(小幡清之君) シルバー人材センターといいますのは法人格を

有する公益法人ということでございますが、館山市の場合にはまず高齢者働

く会と申しますか、高齢者事業団というような形で検討を今進めているとこ

ろでございますが、これは雇用関係を前提とした就労対策ではなく、あくま

でも生きがい対策として自主的に運営していただく団体であるというような

ことで、これを早急に実現化、組織化ということでもって現在詰めていると

ころでございます。

。副議長(石井 謀君) 14番小宮利夫君。

@14番(小宮利夫君) わかりました。

市長は、今議会に長寿健康都市宣言を提案しております。長寿国の中の長

寿館山では、まことに時宜を得た宣言であろうかと思います。今後宣言の趣

旨を推し進めることをお願いする次第であります。

次に、国際民族音楽会、大変御苦労さまでございました。市長さんにお伺

いしますが、これを契機として将来もおやりになるおつもりですか、お伺い

いたします。

。副議長(石井 謀君) 半津市長。

。市長(半淳良一君) 国際民族音楽フェスティバルにつきましては、今回

の実施いたしました諸問題について十分検討いたしまして、でき得るならば

続けていきたいと考えているところでございますが、大変何か現在のところ

では困難なように思われております。

。副議長(石井 謀君) 14番小宮利夫君。
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。 14番(小宮利夫君) 了解いたしました。

次に、館山市奨学資金貸付条例が廃止されますが、今まで‘の運用状況につ

いてお伺いいたします。

。副議長(石井 謀君) 小幡民生部長。

。民生部長(小幡清之君) 今までの奨学資金は、低所得者対策といいます

か、経済的な理由により修学が困難な者に対して貸し付けるという制度であ

ったわけでございますが、昭和44年から始まりまして現在までに大学生に78

人、高校生 115人、専修課程にち人と、合計 198人に貸し付けをした実績で

ございます。

以上でございます。

。副議長(石井謀君) 14番小宮利夫君。

@14番(小宮利夫君) 次いで、貸し付けの回収状況がおわかりになった

らちょっとお話願いたいと思います。

@副議長(石井 謀君) 小幡民生部長。

。民生部長(小幡清之君) 現在のところ順調に回収しておりまして、滞納

はゼロでございます。

。副議長(石井 謀君) 14番小宮利夫君。

@14番(小宮利夫君) 了解しました。

私は、館山の活性化は海を活用することからやってくるという信念を持っ

ております。大噴水を上げることによって海は浄化されます。かかる意味合

いから漁業者と協調して大噴水を上げ、誘客の一大要素とすることを強く要

望いたします。

次に、神余小学校のちカ年の就学状況についてお伺いいたします。これか

らのちカ年でございます。

。副議長(石井 謀君) 福原教育長。

。教育長(福原 修君) 本年度は30名でございますが、来年度は33名、平

成 3年度は31名、平成4年度は31名、平成ち年度35名の予定でございます。

以上でございます。

。副議長(石井 謀君) 14番小宮利夫君。

22 

に

L 



~ I ~ 

岡画" 咽也

。 14番(小宮利夫君) 大体趨勢は大して変化ないわけでございます。私

は、大きな災害がやってこないうちに児童、職員の生命の安全を期するため

鉄筋校舎への統合に御努力くださるよう強く要望いたします。

次に、第4点の平砂浦海水浴場の開設についてでありますが、現在本市の

牛、豚、馬の飼育頭数並びに巴川流域の畜産農家とここ二、三年の飼育頭数

の増減についてお伺いいたします。

。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) 館山市における牛、豚、馬の飼育頭数というこ

とでございますが、 62年のものがございます。牛が 3.403、それに豚が 830。

それから、 63年では 3.396頭、それから豚が 725頭。本年の飼養頭数ですが、

牛が 3.292、それから豚が 773頭で、馬の方につきましてはちょっとわかり

ませんです。

以上です。

0副議長(石井 謀君) 14番小宮利夫君。

@14番(小宮利夫君) わかりました。

それから、畜産業者のし尿の許可基準と申しますか、それがわかっていた

らひとつ教えていただきたいと思います。

。副議長(石井 謀君) 小幡民生部長。

。民生部長(小幡清之君) 排水の基準でございますが、水質汚濁防止法に

よりまして ssが 150p p m以下、大腸菌群数 3.000以下ということでござ

います。

。副議長(石井 謀君) 14番小宮利夫君。

。 14番(小宮利夫君) 今のは河川の汚濁と申しますか、それの基準でご

ざいますね。私が質問しているのは、仮に畜産をこれからやろうとして申請

をいたしますね。その場合のし尿の設備と申しますか、そのようなものの許

可基準というものがあるのかどうかという質問なんですが。

。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) 排水基準を守るようにということで、施設的に

はいわゆる牛の関係では 200平米以上あるいは豚の施設については50平米以
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上について届け出なさいと。それから、公害防止条例の方では、 100平米以

上については届け出なさいというようなことになっております。

。副議長(石井 謀君) 14番小宮利夫君。

。 14番(小宮利夫君) ただいまのお答えですと、何か頭数が多くなった

場合でもやっぱり何といいますか、それだけの基準でいくと勢いそれが河川

の方へ流入すると、このような考え方でよろしゅうございますか。

。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) 水質汚濁防止法によります排水基準を守ればい

いということになります。

。副議長(石井 謀君) 14番小宮利夫君。

@14番(小宮利夫君) わかりました。

昨年、巴川の流域にある養豚業者から農業委員会に対して材料置き場と称

し地目変換の申請がなされ現地を調査されておりますが、その後の許可状況

と申請どおりの現況であるかどうかをお伺いします。

。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) 私どもの方で聞いておりますことは、現在その

土地につきましてビニールノ、ウス等を既に発注済んでおると、業者が手があ

けはすぐに着工すると。その施設の中には、処理された牛、豚等のふん尿を

保存するというような計画になっているということを伺っております。

以上です。

O副議長(石井 謀君) 14番小宮利夫君。

@14番(小宮利夫君) わかりました。

調査当時は 500頭ぐらいだったと思いますが、今回の書類送検は 800余頭

となっておりまして、その後豚舎の増築のための地目変換の申請があったか

どうか。それと、河川汚濁防止法違反によって罰則か制裁かいろいろあると

思L、ますが、その点ありましたらひとつ教えてください。

。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) 農転の方の許可申請を出したかどうかという点

につきましては私ども把握しておりません。ただ、第 2点目の排水基準に違
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反した場合罰則規定があるかということでございますが、これは水質汚濁防

止法の中の31条でございますが、 6カ月以下の懲役または30万以下の罰金と

いうようなことが記載されております。

以上です0

0副議長(石井 謀君) 14番小宮利夫君。

@14番(小宮利夫君) わかりました。

これ新聞報道でございますけれども、前回の豚の頭数は大体七百四、五十

頭から 800に近い数字になっておりますが、これは書類送検されたのは新関

紙上では 800余頭となっておりますが、これは 1業者だけだと思うんですけ

れども、ほかにも業者があると思いますが、そのほかの業者の頭数といいま

すか、少し食い違いがあるようでございますけれども、その点はいかがでし

ょうか。

。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) 農家数は4戸ということになっております。た

だ、その調査時点が若干違うということでこのように4戸で 773頭というこ

とになっておりますが、新聞紙上のものが正しいとすれば豚等はちょっと月

数が変わりますと棺当ふえますので、そういうことからそういう違いが出て

きたんじゃないかという可能性は考えられます。

以上です。

O副議長(石井 謀君) 14番小宮利夫君。

@14番(小宮利夫君) わかりました。

次は、第ち点のことでございますが、本当に素朴な質問で恐縮でございま

すけれども、海はだれのものであるか、その法的根拠か定義があったらひと

つ教えていただきたいと思います。

@副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) 海はだれのものかということでございますが、

当然、ながら海は国民のものであり、広く住民が使用することができるものだ

というように考えております。ただ、そこには漁業権というようなものがあ

るわけでございまして、そこをいわゆる海面を使用する場合には当然、その漁

2ち



業権者等と調整をとらなければならないということが考えられます。また、

そのほかにも海水浴場を開設期間中にありましては一定の行為をしてはなら

ないというような制限も加わります。

以上です。

。副議長(石井 謀君) 14番小宮利夫君。

@14番(小宮利夫君) わかりました。

大変恐縮ですが、ちょっと問題、要望事項を落としたので申し上げたいと

思っておりますが、平成元年の 9月10日の房日新聞の記事でございますけれ

ども、それによりますと「畜産環境の保全J、サブタイトルで「三芳村でふ

ん尿処理施設が建設されるj という記事がございました。この記事を読んで

みますと、三芳村は畜産環境の保全を図るため、家畜ふん尿処理とその堆厩

肥の販売、流通を目指し、本年度から 2カ年計画で施設整備に取りかかるこ

とになったと。事業実施に伴い村内の希望農家約30戸で畜産環境保全組合を

組織、 2カ年計画で6から 7基の家畜ふん尿処理利用機械、施設等の設置を

予定している。このうち、今年度の事業は云々とそれぞれ各地域がございま

すが、総事業費約1.800万円を見込んでいるそうでございますが、ここで堆

厩肥は県経済連を通じて販売するという計画だそうでございます。し尿がお

金になればお金をたれ流す者は 1人もいないと私は思います。本市も農協と

協調しでかかる施設の早期実現を要望いたします。

それから、また先へと進みますが、第ち点、私は海は6万市民がひとしく

その恩恵を事受できるものと信じております。そして、そこに生活を依存す

る漁業者が最優先すべきだと思います。次は、海上交通、それからレジャー

だと思っております。海を歴史的に展望したとき、縄文時代は魚介類をとっ

て生活したことが海の利用の始まりで、時代が進むにつれて各種の交流は海

上交通によって支えられ、水泳は武術であったが、海水浴は明治の中期から

始まっております。この歴史的事実を踏まえたとき、海はみんなのものであ

ることが実証されるかと思います。海へ生活を依拠する業者は、海岸線にあ

るすべての業者とその波及効果ははかり知れないものがあろうかと存じます。

古くて恐縮でございますが、 60年度の決算を見ますと市税の負担割合は、 1

- 26 -

、〆，1~ 

、，.，tj



~t. 

t:..1. 

位がサラリーマン、 2位が自営業、そして農、漁業の順位となっております。

漁業は就業人口 700人のうち納税者は 122人で、この割合は63年度決算もそ

う狂いはないかと思います。そこで、零細漁業を救うため農、漁業の振興、

育成に力を入れ、漁業者と協調して海の有効な活用を図ることを切に要望し

て終わります。

。副議長(石井 謀君) 以上で14番議員小宮利夫君の質問を終わります。

次、 15番議員横溝 功君。御登壇願います。

05番議員横溝 功君登壇)

。 1ち番(横溝 功君) さきに通告してございます諸点について質問申し

上げます。

最近発生いたしました台風による被害状況と対応策についてでございます

が、 8月 1日の台風は殊にひどく、平久里川の怒涛のごとく流れるさまはま

ことに物すごいものがございました。私も何カ所か見て回りましたが、その

中で青柳の池田団地の一部の道路は川のごとく雨水が流れておりました。そ

の他、南町の蛭子神社のところ、北条幼稚園の北側の道路も同様でございま

した。そこでお伺いいたしますが、最近の集中豪雨による被害状況とこれが

対応策について市はどのようにお考えなのかをお伺いいたします。

次いで、 2番目でございますが、館山駅東口再開発事業の現況と今後新た

に区画整理事業等を行う計画の意思の有無についてをお伺いいたします。館

山駅東口再開発事業1.9ヘクタールにつきましては、全く今もってその動き

が見えないと存ずるものでございます。市当局はいかようにこれを把握して

いるのかをお伺いいたします。なお、新たに区画整理事業等を行っていくお

考えがあるのかどうかをお伺いいたします。

去る 9月ち日に、館山駅周辺整備調査特別委員会 9名で愛知県大府市の大

府駅前土地区画整理事業を視察してまいりましたが、これは既に完成したも

のでございましたが、駅前広場 400平米、都市計画道路幅員25メートルが広

場を起点といたしまして東に延び、これを中心として幅員8メートルほどの

道が碁盤の目のように南北に伸びており、まことに整然たるものがございま

した。岡市は、駅前だけでなく既に10カ所、 L 170ヘクタールを区画整理事
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業として完成しており、なお引き続いてやっていくとのことでございました。

その意欲につき敬意を表したものでした。私は、館山駅前の昭和通りが現在

一方交通であるのにかんがみ、将来は幅員を広げこれを解除して市役所の方

からのメーンストリートにすべきだと考えておるものでございますが、市は

どのように考えておられるのかあわせてお伺いいたします。

次に、 3番目のリゾート計画の実施の現況と今後の実現見込み等について

お伺いいたします。リゾート開発は、将来を見据えた上で素材を大切に生か

しながら整合性のとれたものにしなければならないと存じます。乱開発に等

しい形での実施は、もうもとには戻すことができないのです。私はこう考え

ますとき、市の主体性を期待するものでございます。ノーベル科学者の利根

川進博士夫妻があるとき講演旅行をしたときのことでございますが、ブラジ

ルの世界の財産であるアマゾンの破壊はどう考えるかとの質問を呈したとき、

南米銀行の橘富士雄会長が、 「アマゾンの森は地球の酸素の4分の 1を供給

している。石油にまさる資源だが、世界はこれに幾ら払えばいいのか教えて

ほししリと間き返したとのことでございます。私は、本質問については乱開

発にならないようお願いしつつお伺いするものでございます。

4番目でございますが、下水道の推進について。平成元年度の施政方針に

おきまして、市長さんは「下水道の整備につきましては、建設において基本

計画を策定するとともに、建設に関する市民の理解を得るためその周知に努

めてまいります」と申されております。私はこのことに関し、館山市もいよ

いよ近代化に向けて本格的になってきたなという感じを持ちました。これが

施工によって海もきれいになっていくだろうし、喜びにたえません。県内の

普及率は62年度末で32%、東京は82%となっておりますので、これに追いつ

いていくよう願いを込めて今後の具体的な方針をお伺いいたすものでござい

ます。御答弁によりまして再質問をいたさせていただきます。

以上です。

@副議長(石井 謀君) 半津市長。

(市長半淳良一君登壇)

@市長(半岸良一君) 横溝議員の御質問にお答えをいたします。
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第 1点は、台風による被害状況とその対応策についてでございますが、去

る7月31日夜半から 8月 1日深夜にかけまして 180ミリメートルを超える降

雨がございましたが、その被害状況でございますが、住宅等につきましては

亀ケ原地先で平久里川が増水し、越流したため住家の床上浸水2棟、床下浸

水 6棟、非住家の床下浸水12棟の合計20棟でございます。これらの対策につ

きましては、防疫措置を実施いたしました。

道路につきましては、稲地内市道8029号線、神余地内市道7031号線及び70

32号線のいずれも路肩決壊で、河川につきましては普通河川波左間川の護岸

決壊 1カ所の計4カ所でございます。これらにつきましては、災害復旧事業

で対処すべく現在申請中でございます。

農作物につきましては、水稲の冠水面積30ヘクタール、イチゴの冠水面積

1.5ヘクタール、ソルゴの冠水面積4ヘクタールでございます。その対応策

でございますが、水稲及びイチゴにつきましては農業共済制度の適用を受け

ております。

次に、第 2点、館山駅東口再開発事業の現況と見通しについての御質問で

ございますが、市街地再開発事業につきましては過去に数回の調査を行い、

関係町内会には説明会、地元権利者には全体会議、グループ別会議、戸別訪

問などで御説明をいたしまして御理解、御協力をお願いしてまいりましたが、

61年 3月再開発事業を研究し、事業化に向けていきたいグループとそうでな

紛 いグループに分かれてしまいまして今日に至っております。これらの事業に

- I 咽也
つきましては、権利者の合意が一番重要なことでございますので、現在合意

を得るためにまちづくり推進協議会の設置、代替地希望者の有無の確認等、

地元権利者と調整を図っている段階でございます。見通しにつきましては、

この調整が整い次第事業化に向けて推進してまいりたいと考えております。

また、今後新たに区画整理事業等を行う計画意思の有無につきましての御

質問でございますが、現段階では区画整理事業の計画はございませんが、将

来にわたりましては何らかの手法により整備しなければならない地区もあろ

うかと考えております。

次に、大きな第 3点、リゾート計画実施の現況と実現についての御質問で
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ございますが、現在館山サンシャインリゾート推進連絡協議会及び南房フラ

ワーパークリゾート推進連絡協議会の運営、地区リゾート研究会、関係町内

会及び関係産業団体での開発構想の説明会並びに県関係機関との協議を行っ

ているところでございます。計画されている各プロジェクトの実現につきま

しては、おおむね平成7年から11年が予定されているところでございます。

次に、第4点、下水道の推進でございますが、申すまでもなく公共下水道

は安全で快適な生活環境の向上、公共用水域の水質汚濁を防止するための重

要な施設でご、ざいます。昭和63年度に基礎調査を行い、今年度は基本計画の

策定を行っているところでございます。今後のスケジュールにつきましては、

基本計画をもとに来年度以降住民のコンセンサスを得ながら都市計画決定、

事業計画の策定及び事業認可手続を進め早期整備に向け努力してまいる所存

でございます。

以上、答弁を終わります。

。副議長(石井謀君) 15番横溝功君。

@1 5番(横溝 功君) 市長さんの明快なる答弁によりまして、ほとんど

おおむね了解いたすものでございます。ただ、私青柳の池田団地でございま

すが、道路が30センチほど 300メートルぐらいにわたって川のようになって

おりました。それで池田団地は、住民は、沿道の人たちは敷地を上げてござ

いますもので、床下浸水とかそういうのはございませんでしたけれども、よ

かったなという気がいたしますが、これはひとつ市の責任においてやっぱり

ひとしく住民に恩恵を与えるという観点から市がやはりこれ対応すべきだと

私は思いますが、いかがなものでございましょうか、お伺いいたします。

。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) 長須賀の池田団地の大雨による冠水ということ

でございますが、これは御案内のように民間の宅造地でございまして、その

敷地内の道路も民間の所有地でございます。そういうことから市でも苦慮し

ておるわけでございますが、住民からの苦情等もございますので、道路の地

権者を含めまして今後いろいろと話し合いを進めて解決をしていきたいとい

うように考えております。
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以上です。

。副議長(石井謀君) 15番横溝功君。

。 15番(横溝 功君) 部長の答弁まことに私は意を得た次第でございま

す。どうかひとつそのようにやっていただいて、住民が安寧に暮らせるよう

にひとつお願いいたしたいものでございます。

なお、あと南町でございますが、蛭子神社のところと神明町の幼稚園の北

側については、やはりどのようにお考えなさっておりますかお伺いをいたし

ます。

。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) 蛭子神社の付近でございますが、急激な降雨が

ありますといつもあそこは氾濫する 1つの難所でございます。私どもも十分

承知しておりいろいろと手当てをしているところでございますが、ここの根

本的な解決というものはやはり境川にあるというように考えております。境

川は御案内のように普通河川でございまして、県の管理下にあるわけでござ

います。そういうことから、県の方にもたびたびお隠れ、をしております。し

かしながら、もっとほかに解決策はないだろうかということで市でもいろい

ろ対応しておるわけでございます。その中の 1つといたしまして、バイパス

沿いに南北に排水路を新しく設けるということで、既に国におきましてその

用地買収等も済んでおるわけでございます。したがいまして、バイパスが完

成すればそれと同時に水路の方も完成すると。そうしますと、そちらの方も

かなり期待が持ててくると、今までよりも数段よくなってくるということが

考えられます。いましばらくの御辛抱でございますので、よろしくお隠れ、を

いたしたいと存じます。

また、北条小学校周辺の排水の関係でございますが、これにつきましては

既に設計も終わっておりまして、北条幼稚園のところから北条小学校と教育

センターあるいは市民センター、この間に水路があるわけでございますけれ

ども、小さくてなかなかはけ切れないというようなことから今度は新たに敷

設がえをしていくと、改修していくというようなことで現在進めております。

近々のうちに発注の運びになるということでございます。
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以上でございます。

O副議長(石井謀君) 15番横溝功君。

。 1ち番(横溝 功君) 1点南町の蛭子神社のところでございますが、バ

イパスをつくる際に対処したいというように究極的には受けとめるわけなん

ですけれども、これがバイパスができるのがいつなのか、それについてお伺

いいたします。

。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) 現時点では来年の 3月末には完成できるという

ことで今進めておるわけでございますが、一部の地権者がまだ了解が得られ

ていないというようなことがございまして、場合によると来年度にずれ込む

んじゃないかということが現時点で考えられますが、できるだけ早くお願い

をいたしまして、用買も済ませて、そして完成に向けたいというように考え

ております。

以上です。

O副議長(石井謀君) 15番横溝功君。

。 1雪番(横溝 功君) 今の御答弁で了解いたしますが、ひとつそのよう

に努力していただきたいと存じます。

次に、館山駅再開発事業の現況と今後の新たに区画整理事業ということで

ございますが、市長さんも現在は区画整理事業を考えているところはないと

いうことでございますが、これは館山の駅をおりて、そのおりた東へ伸びる

道がやっぱり狭くては何か館山市の何といいますか、貧困性というんですか、

将来性を含めて何か抵抗感を私は感じます。そうかといって、これはなかな

かで‘きるものでもございません。

ですから、私は将来ということで、市長さんもそのように将来は考えたい

ということでございますが、私は 1つ提言しておきたいものがございます。

中央公園でございますが、確かに本間市長さんのヒットでございました。私

は当時思いました。しかし、中央公園はそうなんですが、それと公民館とか

婦人会館とかそういうのあったんですけれども、既にこれはコミセンの方へ

移って使われておりません。それで、図書館があそこに残っておるわけです
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けれども、私は公民館活動というものは公民館と図書館が分離してはならな

いものだと私は理解しております。ですから、図書館はコミセンの方へ移し

た方がいいなというように私は考えておるんです。そうした場合、中央公冨

とそれらの公共の施設、これは相当な面積があろうかと思川、ます。私はここ

に商広街を、例えば昭和通りを例にして恐縮ですが、はみ出る人はここへ移

るとか、運悪く。あるいは反対にこういった地に 1つの商店街をつくって、

そこへ行けば何でも買えるというような構想も、私のみ考えておるわけでご

ざし、まして、こういうところで披涯するのも軽率かとも思いますが、そのよ

うに考えておりますので、もしも御参考になればーならないかとも思いま

すが、付言しておきます。

次に、リゾート計画の実施おおむね了解いたしました。何か新聞なんか見

ますと、館山地区のゴルフ場は 2つだというふうに言われておるんですけれ

ども、あれですね、ところが3つになっていると。これは私わからないわけ

でもないんですけれども、どういうことなんでしょうか。 2つが 3つつくる

ということになっております。これについてちょっと御説明願いたいと思い

ます。

。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) 多分 2つというのは既存のものが2っというこ

とではないかなと思います。私どもといたしましては、 3つの企業からそれ

ぞれコソレフ場を設置したいということで当初からそのように伺っております。

以上です。

@副議長(石井謀君) 15番横溝功君。

。 1ち番(横溝 功君) それでいいでしょう。あれですね、私は南房フラ

ワーパークリゾート、これは館山市と白浜町と千倉町、丸山町とここへ 1つ

持ってきて、あとの館山サンシャインリゾート、こっちは 2つ、それで 3つ、

何といいますか、そういうことで 3つになってしまったんだというように理

解いたします。

次に、ゴルフ場には農薬が相当散布されると思います。これについていか

がですか、お伺いをいたします。
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。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) 現在、新聞等でもこの問題がかなり取り上げら

れておるわけでございますけども、市の方といたしましては十分県の方の指

導要綱あるいは指導基準に従いまして、適正な農薬散布によりまして安全を

確保するように指導に協力していきたいというふうに考えております。

以上です。

@副議長(石井謀君) 15番横溝功君。

。 15番(横溝 功君) 千葉県知事さんも地価の高騰については非常に苦

慮なさっておるようでございます。この間新聞御承知のように、館山市も御

多分に漏れず43%と平均でしょう。なかなか地価が上がっているわけなんで

すけれども、業者はそういった地価で計算していないと思うわけでございま

すが、業者の何といいますか、反応と申しますか、そういったことはいかが

なものがございましょうか、お伺いいたすものでございます。

。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

@経済部長(安西良一君) せんだって新聞紙上に県が発表したようなこと

が載っておりましたが、それはいわゆる県で地価を、どこの地域でどの程度

になっているのかということを設定するために、基準地というものを定めて

おるわけでございます。館山市におきましては、現時点では8カ所でござい

ます。これはおおむね市街地でございます。そういうことから、その8カ所

でそれぞれ上がっている、前年に比べて上がっているものがどれだけあるか、

何%あるかと、こういうことでの発表でございます。したがいまして、現在

重点整備地域の中でそれだけ上がっているかというとそうではないわけでご

ざいます。

以上です。

。副議長(石井謀君) 15番横溝功君。

。 1ち番(横溝 功君) 新潟県の湯沢町ですか、ああいうところも倍近く

上がったというような例もございますし、今、部長の答弁のようであれば幸

いであると思います。

次に、マリーナが相当出てくるわけでございますが、悲観的なことを申し

34 

~~ 

、監



LIC 

LI. 

上げではなんでございますが、銚子のマリーナは漁業補償の問題へ入ってー

とんざということで新聞を見ておるわけでございますが、いかがですか、マ

リーナつくろうとする会社なりは関係の漁業に携わっている方々と既に交渉

を持ったかどうかお伺いいたします。

。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) 現時点では具体的にどこそこにマリーナをっく

りたいとか、そういうことでは交渉は持っておりません。しかしながら、マ

リーナをつくるとしたらどれくらいかかるんであろうか、そういうことで現

在の予算等から調査委託をしたいんだと、こういうことでの御相談といいま

しょうか、御了解は得てございます。

以上です。

O副議長(石井謀君) 15番横溝功君。

。 15番(横溝 功君) いずれにいたしましても、やっぱりこういうリゾ

ートの開発は、私は市の主導型でやっていかねばならないと思っております。

市民の意を体して、それがやっぱり政治だと思うわけでございます。ですか

ら、このリゾートは千載一遇のチャンスではございますし、なかなか市当局

も難しいものがあろうかと存じますが、市主導型でやって有終の美を飾るよ

うにお願いいたします。

次に、下水道問題でございますが、今合併浄化槽ですか、これ何件ぐらい

のこの一、二年補助対象となりました申し込みがあったそういった件数を一

応お伺いいたします。

。副議長(石井 謀君) 小幡民生部長。

。民生部長(小幡清之君) 63年度は28基で、本年度は現在のところ 7基で

ございます。

。副議長(石井謀君) 15番横溝功君。

@1ち番(横溝 功君) よそのことを言うと恐縮ですが、神奈川県の寒川

町は全戸小型合併処理浄化槽設置に向けて、ことしは 200戸と、来年は 300

と、こういうふうにやっております。目標を立ててやることもなかなかお金

の要ることでございますからできない面もございましょう。しかし、海は下

- 3ちー



水道ができない間どんどんと汚染されていくものと存じます。最近よく聞く

んですけども、浄化槽の点検が何か受けない人が随分おると聞いております。

これらについてどういう市は把握いたしておりますか、お伺いいたします。

O副議長(石井 謀君) 小幡民生部長。

。民生部長(小幡清之君) 浄化槽の点検でございますが、これは設置する

際に維持管理契約というものを維持管理業者と締結して、契約書を保健所へ

提示しなければ、使用許可になりません。実際的なそういった面の指導行政と

いうのは県一保健所が主体でやっておるわけでございますが、ですから最

近の設置浄化槽につきましては、維持管理契約に基づきまして適正な維持管

理がなされているというように一応は解釈しているわけでございますが、過

去には無届けというようなのもございまして、それらの実態が把握できてい

ないというのが実情でございます。

。副議長(石井謀君) 15番横溝功君。

。 1ち番(横溝 功君) わかりました。ひとつ市当局の一層の御努力をお

願いしつつ私の質問を終わります。

。副議長(石井 謀君) 以上で15番議員横溝 功君の質問を終わります。

次、 21番議員辻田 実君。御登壇願います。

(21番議員辻田 実君登壇)

。 21番(辻田 実君) 通告いたしましたち点について御質問を申し上げ

ます。

第 1は、大型庄の出!古計画と地元商庖の活性化について御質問を申し上げ

ます。まず最初に、テレビ、新聞で全国的な話題を呼んだ館山市の大型広の

進出は、商調協の熱心な協議の結果、 4底舗が承認されることになったわけ

でございます。しかし、実際に出屈したのは 21苫舗だけで、他の 2応舗はい

まだに出屈をいたしておりません。この理由は何であったのか、まずお伺い

をいたします。

次に、 2年前に 2つの底舗が開!苫され、地元の商!苫に大きな打撃を与えて

いることは明らかでございます。銀座通りのしにせが相次いで閉応いたしま

したことについては直接関係があると思われます。したがって、商業関係者
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の聞には非常な不満が高まり、市の商業活動の政策に対するところの要望が

日増しに高まっていると言われております。この点を市長はL、かに受けとめ

られておるのか、お尋ねをいたします。

2番目に、仮称中央ショッピングセンターの開設が承認されていながら、

いまだに開設の見通しが立てられておりません。十字屋を中心にしたところ

の中央ショッピングセンターは、地元の業者が共同でテナントを張り、大き

な期待がかけられておりました。しかし、こうした状況にあることは、私は

大きな問題であろうと思うのでございます。市長はかつて商工会議所の会頭

も務められた人であり、こうした問題のエキスパートであるはずでござし、ま

す。なぜこのような状況に手をこまねいているのか、その理由を聞かせてい

ただきたいと思います。

3番目に、銀座通りの商庖街を初め既存の商庖街は非常な不振にあえいで

いると言われております。こうした中で、さきに出庖をしたジャスコが再び

昭和55年に出癌計画を出したものと同じ 4階建て、増床j吉舗面積 2万 822平

方メートルの超大型の申請を出したことは御承知のとおりでございます。こ

れによって、地元商庖街に大きなショックを改めて与えているということが

伝えられておりまするけれども、そこで私はお尋ねをいたします。市長は、

既存の商店と大型商店の進出をどのように考えられているのか、そして館山

市の商業の振興対策は今後どのような方向でもって活性化させていこうとい

うことを考えておられるのか、明らかにしていただきたいと思います。

大きな 2番目の質問に移ります。リゾート地域の地価急騰対策と環境保全

について質問をいたします。

第 1に、地価の急騰対策についてお尋ねをいたします。 9月7日に 1日付

の調査の結果が県から発表をされたわけでございます。これによりますと、

館山市は49.8%の上昇率を示しているのでございます。昨年度の上昇率が11

.1%の上昇でございまするから、これと比べても38.7%も上回っているわけ

でございます。全国的にも千葉県は4番目の上昇率を示しております。そう

した中において、千葉県の上昇率は23.9%でございまするが、館山市は県よ

りもさらに倍以上の25.9%も高いのでございます。異常という以外には言い
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ょうがございません。この異常な状態を招いた原因は、リゾート法の地域指

定を受け重点整備地区になった結果であることは明らかであろうと思われま

す。

そこで、御質問をいたします。リゾート地域に指定を受ければ当然、地価の

上昇が予想されるわけでございます。したがって、土地取引の規制強化に関

するところの監視区域に指定を受けました。それにもかかわらず、このよう

な異常な値上がりを招いたことはどこに原因と問題があったのか、改めてお

尋ねをする次第でございます。

2番目に、全国の注目を集めた土地高騰とともに見逃せないのが、使用目

的があいまいであり、財テクのために土地買収が進んでいることでございま

す。市内の山林と原野を初め農地までが土地ブローカーにより買い荒されて

いると言われております。この実態を市はどのように把握されておるのか、

お尋ねをいたします。

具体的には、このち年間に企業と郡市外の人の名義になった土地の種目別

状況を明らかにしていただきたいと思います。私は、館山市内の土地が館山

市に在住する市民の所有よりも、市外と企業の所有の方が多くなってしまう

日が近いのではないかと憂えるものでございます。今こそ館山市を植民地に

してしまうようなことは断固として防がなけりゃならないと思うのでござい

ます。市長は、この点についていかなる対応をお考えになっておられるのか、

御質問をいたします。

3番目に、県は急速な土地高騰に対して10月1日より館山市全域を監視区

域に指定し、重点整備地域で 500平方メートル、都市計画法による用途地域

で 300平方メートル、その他全地域において 1.000平方メートル以上に対し

て強化することを明らかにしております。この県の方針だけで現在の高騰を

抑制することができるものか、この点についてどのようにお考えになってお

られるのか、御質問をいたします。

私はこの異常な状況を緊急に抑制するためには、県北の住宅密集地におい

て行われておりますように、規制規模を 100平方メートルぐらいに引き下げ

る必要も考えなければ‘ならないと思うのでございます。市独自の調査を研究
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して主体的な対策を立て、県に要望する必要があると思われまするが、この

点についてはどのようになされておられるのか、御質問をいたす次第でござ

います。

4番目に、リゾート法の適用と前後いたしまして山林、原野の買収が非常

に多く進められておると伺っております。居住を目的にせず、地価を上昇さ

せ転売をし、利ざやを稼ごうとする人が多くなっているようでございます。

そのために、無責任な造成が行われたり災害や水害などを招き、さらには景

観を壊しているような状況が目についております。この点についての指導、

監督、規制の強化の必要があろうと思われるわけでございまするけれども、

市長はどのようなお考えと対策を立てられておるのか、お伺いする次第でご

ざいます。

大きな 3番目の問題に移ります。館野、九重地域の水道施設の早期実現を

させるための計画についてお尋ねをいたします。

最初に、館野、九重地域の市営水道の給水については長い間の懸案となっ

ております。したがって、この問題については何度もこれまでに質問が繰り

返されております。前向きの方向の答弁もなされております。したがって、

膨大な調査費をつぎ込んできましたが、いまだに給水に至っておらないのが

現況でございます。何が原因で、どんな理由により現在に至っているのか、

改めてお伺いをする次第でございます。具体的にわかりやすく御答弁を願い

ます。

2番目に、現在地域ぐるみの署名が進められ、請願書が提出されておるよ

うでございます。この請願書は当然、なものと思われます。 21世紀を迎えよう

としているときに、水道の地場でないということだけで大変な後進性を意味

をしております。したがって、若い人たちがあきれて住もうとしません。そ

れだけでありません。嫁に来てくれる人もなく、深刻な状況を招いておると

言われております。それゆえ今後の給水見込みをどのように考えておられる

のか、私は緊急な課題としてお答えをいただきたいというふうに思います。

大きな4番目の質問に移ります。風水害による不通が慢性化しております

国道と JRの根本的な改善が必要と思われますが、この点についてお伺いを
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いたします。

現在、国道 127号線は少し雨が強く降ると、館山木更津聞は不通になって

しまうことが常識となっております。非常に残念なことでございます。また、

J R内房線も同様でございます。これであっては館山市は陸の孤島と言って

も過言ではございません。産業、経済はもちろんのこと、観光面においても

大きな打撃を受けていることは明らかでございます。この改善は館山市の発

展と活性化のためには何をさておいても最優先的に解決していかなければな

らない問題であろうと思われます。館山市が先頭に立ち、根本的な改善を図

る必要があります。この点について、どのようなお考えをなされておるのか

お伺いします。

また、 9月の定例県議会におきまして、知事は 8月 1日の豪雨による県内

の災害の復旧を優先課題として、 9月議会の中でもって討論もしていきたい

ということを言明いたしております。ことしのこの風水害の教訓を生かし、

今こそこの交通網の確立と安全のために取り組む絶好の機会であろうと私は

思うのでございます。そこで、市長の所信をお尋ねする次第でございます。

また、 8月 1日の豪雨による被害状況につきましては、横溝議員の答弁で

もってある程度御了承いたしたいと思います。

大きな 5番目の質問に移ります。防災無線の利用状況と放送の多目的な利

用について質問をいたします。

館山市の防災行政無線は、地震災害と津波対策を最重点課題として設置さ

れているとのことでございます。したがって、 8月 1日の集中豪雨の際の放

送は全くなさらなかったようでございます。残念でなりません。そこで、お

伺いをいたします。市の災害無線放送は、市が何か大きなことを放送してい

るという意識を植えつけるために原則として災害時以外は使用しませんとい

うことが市勢要覧に書かれております。市の言う災害とは何か、具体的に示

していただきたいと存じます。

地震震度4以上、津波情報ができたときの放送はわかりますが、 8月 1日

の集中豪雨はなぜ災害として認定されなかったのか、お尋ねをいたします。

観光客と館山の祭礼の日であったわけでございまして、多くの帰省客がいま
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した。 2日も鉄道も道路も通らないということでもって非常にパニックな状

況が現出しておったわけでございます。したがって、 JR当局は再三にわた

って館山市に対しまして今の不通の状況、災害状況を災害放送でもって放送

してもらえないかという連絡をいたしたにもかかわらず、上司と検討してお

りますと、そして対応しますということでもって何らの対策を出されなかっ

たわけでございます。

したがいまして、これを教訓にいたしまして私は今こそこの災害無線の問

題を考え直す必要があろうと思うわけでございます。したがって、市内の火

事のとき、河川の増水のとき、さらには事故等によりまして列車や道路が不

通になって市民が大変動揺しているときには、そうした状況を災害として放

送するのは当然であろうと思うわけでございますけれども、こうした面の災

害については放送できないという現在の状況についてはどうお考えになるの

か、今後の対応を伺う次第でございます。

最後になりまするが、他の市町村では災害以外の放送を実施しているとこ

ろが多く見られます。現在のように、館山市は夕方のち時にチャイムが鳴る

だけでございます。これでは余りにも寂し過ぎるのではないかと思われます。

郷土のイメージアップをすることができるような音楽放送も取り入れる必要

があると思います。また、市民的行事の文化、スポーツ等の行事の連絡ぐら

いはしてもよいと思われるのでございます。例えば、この10月1日に館山市

の健康まつりが開催されます。朝に雨がぱらついたときには、予定どおり実

施するのか中止するのかぐらいはこの放送を使って連絡してもよいのではな

いかと思われるわけでございます。災害都市計画研究所に委託をして現在の

放送基準を決めたそうでございまするけれども、直接市民の意見、市議会議

員の意見を聞いて幅広い利用を考えたらよいと思われるわけでございまする

けれども、この点について明確な御答弁をお願いいたしまして質問を終わり

たいと思います。

。副議長(石井 謀君) 半津市長。

(市長半岸良一君登壇)

。市長(半淳良一君) 辻田議員の御質問にお答えをいたします。
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大きな第 1点、大型庖の出!苫問題でございますが、まずその小さな第 1点、

商調協の答申による庖舗と地元商庖の状況についての御質問でございますが、

昭和60年4月18日結審に基づく大型底舗は、忠実屋館山庖、館山ショッピン

グセンター、南千葉ショッピングセンター、館山中央ショッピングセンター

の4百でございます。そのうち、現在までに館山ショッピングセンターー

すなわちジャスコ及び南千葉ショッピングセンター一現在はフラワータウ

ンおどやでございますが、開屈しております。忠実屋館山信につきましては、

敷地の中央部にあります千葉県信漁連の建物の移転問題があり、これが解決

後に開庖と聞いております。

次に、小さな第 2点、中央ショッピングセンターの開設がおくれている理

由と原因についての御質問でございますが、御案内のとおり仮称館山中央シ

ョッピングセンターは市街地再開発事業計画区域内での出庖計画のため、当

該再開発事業に沿って出屈を図るべく、その出庄者も含めて周辺権利者が一

体となって過去数年にわたり市街地再開発事業の研究会等、調整を重ね現在

に至っているところでございますが、いまだ再開発事業に対して、 1つ目に

は都市計画道路 3・3・1号の22メートル道路の変更を要望していること、

2つ自には再開発ビルに出j苫することについての不安、 3つ目には22メート

ル道路により宅地を失う方々の代替地の問題、 4つ目にはバイパス方面に商

業集積が移ってしまうのではないかという不安があるなど、合意の得られな

い権利者のあることからその出屈がおくれているところでございます。

次に、小さな第 3点、銀座通りの商j苫を初め既存の商庖街が不振になって

いる原因と今後の振興対策についてという御質問でございますが、主な原因

といたしまして車社会となった今日、自動車交通のふくそう、駐車場不足等

が大きな要因と考えられます。あわせて、既存商庄街の目新しさがなく、こ

のため郊外型の宿舗に買い物客が流れるものと考えられます。当市といたし

ましても、この対策といたしましてモデル商J苫街指定事業、商底街コミュニ

ティモデル事業、大型応進出対策資金利子補給事業、商庖街共同施設整備事

業補助等により商庖街の活性化に対する助成を行っております。また、昭和

62年度に実施いたしました館山駅前地区市街地整備基本計画調査によります
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と、中心商業地につきましては街路事業を基本に市街地再開発事業、商店街

近代化事業、優良再開発事業等の合併施工が望ましいとされております。館

山駅東口再開発事業とあわせて、こうした事業を行うことが当市の商業発展

につながるものと考えております。

次に、大きな第 2点、リゾート地域の地価急騰対策と環境保全についてで

ございますが、まずその小さな第 1点、地価調査の結果、県内ーの上昇率を

示している原因と対策についてという御質問でございますが、去る 7日発表

されました県の地価調査結果によりますと、変動率で県内では11番目となっ

ておりますが、この原因といたしましては房総リゾート地域整備構想が国か

ら承認されたことにより、リゾート地として当地方が注目されたこと、さら

には東京湾横断道路の着工及び東関東自動車道館山線の整備促進等により首

都圏との交通アクセスが大きく改善されようとしており、その結果土地の需

給バランスが需要側に傾いたことによるものと考えております。

この対策といたしまして、房総リゾート地域整備構想の承認にあわせ、県

は重点整備地区に国土利用計画法によるところの監視区域を指定し、地価対

策を実施してまいりました。しかしながら、県の平成元年度の地価調査によ

りますと地価上昇が進み、またそれが南房総全体にも及んでいることが判明

したため、県では本年10月 1日から監視区域を拡大し、本市の場合は全域と

するとともに、既に指定されている監視区域につきましては面積要件の引き

下げを実施しようとするものでございまして、この対策に期待をいたしてい

るところでございます。

次に、第 2点でございますが、財テ夕、いわゆる投機を目的とした土地買

収については、果たしてそれが投機目的かどうかの判断するだけの資料はご

ざいませんが、実態としてそのような取引があることは聞いております。現

実的に総取引件数は増加の傾向にございまして、昭和61年度は 912件、 62年

度1.211件、 63年度 1.504件となっております。なお、投機を目的とした取

引に対しましては、現行諸法令の中で規制することは不可能であると考えら

れます。しかしながら、国土利用計画法に基づく監視区域の指定がなされる

ことにより一応の対応ができるものと考えております。
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次に、監視区域の指定の効果と今後の対応策についての御質問で、第 3点

でございますが、監視区域指定後数年を経過した首都圏の動向を見ましでも

一定の効果があらわれ、地価上昇は鎮静化の方向にあると認識いたしており

ます。今後の対策でございますが、本年10月 1日より監視区域の指定が拡大、

強化され、これに伴う土地取引等の届け出につきましては、一団の土地とし

ての取り扱いにより譲渡人が異なった場合及び土地を分割して売買する場合

であっても、国土利用計画法は適用され届け出義務が生じますので、御指摘

のようなことは防げるものと考えております。なお、今後の状況によっては

届け出面積の引き下け¥指定期間の延長等について、県と協議を行い対応し

てまいる考えでございます。

次に、小さな第4点、山林、原野の乱開発による環境問題についてでござ

いますが、宅地等の開発につきましては市民の生活環境と良好な自然、を守り、

貴重な資源を保存するために都市計画法及び館山市宅地等開発指導要綱によ

り指導しているところでございます。昭和63年度からは適用対象規模を 3.0

00平方メートル以上から1.000平方メートル以上に引き下げる等の改正を行

うことにより、無秩序な開発による環境の破壊を防止し、健全な生活環境の

保全と秩序ある開発を図るための指導に努めております。また、 3.000平方

メートル以上の開発行為では都市計画法による県の許可が必要であり、環境

保全につきましても種々の規制が行われるところでございます。今後とも開

発に際しましては環境の保全に十分留意して、適切な規制と誘導を図ってま

いる考えでございます。

次に、大きな第 3点、館野、九重地域の水道施設を早期に実現される計画

についての御質問でございますが、まず小さな第 1点、未給水の理由との御

質問でございますが、館野、九重地区の上水道布設につきましては早期に実

現できるよう、菌、水玉、大井地区において地下水調査を実施いたしました。

その結果、給水可能な水量が見込めましたので、水道事業変更認可を得るた

め九重地区水道整備促進会の御協力をいただき、取水に対する同意について

地区住民の方々と折衝をいたしましたが、既設の飲料水及び農業用水への影

響が大であろうとのことでございまして地元の同意が得られず、水源の確保
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はできなかったことが理由でございます。

次に、小さな第 2点、給水見込みの御質問でございますが、館野、九重地

区の未給水地域の解消を初め館山市水道全体の今後増大する水需要に対応す

るため、水源を利根川水系に求めた千葉県南部地域広域水道企業団設立促進

協議会が発足をいたしまして、広域的な水道用水供給の事業計画等について

策定を進めておりますので、この計画に基づいて平成7年度を目標に未給水

地域の解消を図ってまいりたいと考えております。

次に、大きな第4点、風水害により不通が慢性化している国道と JRの根

本的な改善についての御質問でございますが、まず広域的な交通手段の基幹

であります国道と鉄道が豪雨によって不通が生じることは、がけ崩れ等の生

命にかかわる重要な問題であるとともに、通勤、通学あるいは行楽客への影

響など、本市の経済活動や市民生活に及ぼす影響が非常に大きいことは十分

認識しているところでございます。このため、国道の機能強化につきまして

は、首都圏と当地域を結ぶ広域幹線道路として平成7年度供用を目途に東関

東自動車道館山線及び一般国道 127号富津館山道路が、現国道 127号にかわ

る新しい大動脈として計画され、整備が進められているところでございます。

また、現国道 127号につきましでも、防災対策事業として建設省千葉国道工

事事務所の所管事業として位置づけられ、逐次整備が進められております。

一方、鉄道につきましては、事業主体である東日本旅客鉄道株式会社にお

いて防災対策に万全を期すべく、年次的な整備に努めていると伺っていると

ころでございます。本市といたしましでも、千葉県 JR線複線化等促進期成

同盟を通じてその整備促進並びに利便性向上のための要請を積極的に行って

いるところでございます。今後とも国道と鉄道の整備促進につきましては、

あらゆる機会を通じて、関係市町村ともども、国、県、 JR等の関係機関に

対してより一層の働きかけを行ってまいる所存でございます。

次に、大きな第ち点、防災無線の利用状況と放送の多目的な利用について

の御質問でございますが、まず第 1点、豪雨の際に被害状況を市民に伝える

ことについてでございますが、本市におきまして最も考慮しなければならな

い災害は地震災害とこれに伴う津波災害でございまして、発災前の地震警戒
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宣言、津波警報等の情報、発災時において混乱状態にある住民に適切な避難

等の行動を起こさせるための情報、そして発災後の的確な情報の提供を行う

ための手段として防災行政無線は役立っているものと考えております。また、

台風や大雨に関する各種警報等の気象情報等や市民生活に欠かせないライフ

ライン等の情報につきましでも適宜状況に応じて判断し、提供してまいりた

いと考えております。

小さな第 2点、郷土のイメージアップをする音楽や文化、スポーツ等市民

的な行事の紹介を放送することについてでございますが、市は防災行政無線

設置目的を防災に限って使用することを原則として設置したわけでございま

す。屋外拡声子局から放送があれば災害に関する情報提供であるとの習慣を

市民の方々に強く持っていただくことが大切でありまして、この点につきま

しては既に定着しているところでございますので、災害に関すること以外は

原則として使用しない方針でございます。

以上、答弁を終わります。

。副議長(石井 謀君) 午前の会議はこれにて休憩とし、午後 1時再開と

いたします。

午前 11時ち 8分休憩

午後 1時08分再開

。副議長(石井 謀君) 午後の出席議員数25名、休憩前に引き続き会議を

開きます。

21番辻田実君。

⑤ 2 1番(辻田 実君) 再質問をさせていただきます。

ます最初に、大型庄の進出に伴いまして巷間いろいろと話題になったわけ

でございまするけれども、商工会議所なり商庖連合におきましてはアンケー

ト調査なりそれなりの調査を行ってきたようでございまするけれども、市独

自の調査、こういうものは実施したのかどうか、この点についてまずお尋ね

をいたします。

。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) 市ではやっておりません。
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。副議長(石井諜君) 21番辻田実君。

。21番(辻田 実君) 市ではやられておらないということでございます

るけれども、それでは商工会議所、商底連合、こういうような機関、具体的

にはどことどこというのはわかりませんけれども、今言ったような機関で二、

三いろんな自主調査、抽出調査等を行ったようでございまするけれども、そ

れらのデー夕、また結果、そういうものについて参考になされたのか、そう

いった調査結果について照合というんですか、照会、こういうものを行って

商業対策の中の参考になされたのかどうか、それについてお尋ねいたします。

@副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

@経済部長(安西良一君) 館山商庖会連合会並びに商工会議所で実施いた

しました出庖に対する影響調査、そういったものを一応参考にして市として

はいろいろ考えております。

。副議長(石井謀君) 21番辻田実君。

@21番(辻田 実君) 参考程度では困るんであって、これは私は館山市

のよって立つ経済基盤というのはやはり商業都市という色彩が非常に強いわ

けでございまして、この商業活動そのものが市の経済の中に占める割合とい

うのは、もう第 2次産業を凌駕して非常に命運を分ける産業であるわけです

から、これについてやはり徹底的に追跡等をしていかなきゃならないんじゃ

ないかと思うわけなんですけれども、特に多くの商庖の方たちが大型庄がで

きてもうやっていけないと、匝じまいしなきゃいけないよということが言わ

れているわけです。これは普通農家の人たちが、 r~ 、やことしももうかんな

いよ、農家はだめだよ」と言いながら非常に豊作であるというようなことが

あるようでございますから、辞令的なあいさつでもって、私の顔見ると「辻

田さんこれじゃやっていけないよ、これ何とかしてもらわなきゃ困るよJと

いうのが、その程度で済ませるものなのか、私はそうでないような感じがい

たしまして、深刻な顔もしていますし、また具体的にその裏でもって実際に

「これでうちあたりはもう借金だらけでもって、これどうしてくれるんです

か」というようなことまで話を聞くと、あながち辞令的な言葉じゃないよう

な気がするんです。それともう一つはやはりしにせの庖があっと思う間にな
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くなってしまうと、減っていってしまうというような状況を見ていくと大変

だろうというふうに思うわけですけども、そうした点についてはやはり具体

的な調査というのは必要だと思うんですけれども、きのうですか、新聞見ま

すと今後商工会議所はそういうことについて次の 2点ですか、この出J苫のも

のについてのアンケート調査やるということでもって大きく出ていましたけ

ども、市独自としてやっぱりやる必要があると思うんですけれども、それは

とのようにお考えになるでしょうか。

。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) 今までも商工会議所あるいは商庖会、こういっ

たところで自分たちの問題としていろいろアンケート調査をやっているわけ

でございますが、これらにつきましてやはり同じような形で今準備をし、既

にアンケートも配布をしておるということを伺っております。そういうこと

から、でき得ればそういうものを参考にしてやっていきたいというふうに考

えております。

。副議長(石井謀君) 21番辻田実君。

。 21番(辻田 実君) 次に移ります。先ほどの答弁の中におきまして、

十字屋を中心とするところの中央ショッピングセンターの問題につきまして

は、再開発の問題、またさらにはノくイパスの問題、消費者動向の問題等と絡

んで開庖に至つてないと、こういうことでございまするけども、そういう答

弁でありますると私の受けとめ方が曲がっているのか、ひねくれているのか

どうかわかりませんけども、全く見通しがないと、いつになってこれができ

るんだということが見通せないわけなんですけれども、これ市としては商調

協が約6年近くにわたってその答申をした。

中でも、聞くところによると一えこひいきはないと思いまするけれども、

中央ショッピングセンターについては地元業者ということでもって特に商業

面積、そういう面については他の出屈のものは大きく規制したけれども、こ

れについては最大限譲歩に出たというようなことが巷間伝えられておるわけ

でございまするけれども、そういうことでもって商調協の中でも地元業者は

新しく出てくるのと違って、販売面積等も確保してやらなきゃならないんじ
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ゃないかという観点、これ私は二、三の委員の人からそういう観点で進めて

いますよということで、ほかと一緒にできませんよというようなことを言っ

ておりましたから、それ最終的にはそういう意見で通ったかどうかわかりま

せんけども、そういう期待の中でかかっておったセンターが閉店できないと

いうことについては、私はこれは問題であろうと思うし、これについてはや

はり 6年近くの協議の結果いいということですから、またこれをテナントを

中心にして共同底をつくろうということでもって計画も立ったわけですから、

これが挫折するということはこれはもうえらい問題でもって、市としてはあ

る程度一開業というと言葉悪いですが、いい意味でこの聞広にこぎつける

ように、とにかく地元業者を中心とした共同庖ですから、これを進めるよう

に物心両面でもってやはり相当力を入れてやるべきじゃなかったかというふ

うに思うんですけれども、そこら辺はどの程度力を入れてきたのか。今後こ

れについてはどの程度力を入れていくことなのか。市長の答弁からいきます

ると、これは業者は業者として民間の自主性に基づいて行うというようなこ

とというふうになるかわかりませんけど、私はそういうことじゃ進まないん

じゃないかというような気がするんですけど、そこら辺についての御所見を

お伺いしたいと思います。

。副議長(石井 謀君) 半津市長。

。市長(半津良一君) 4庖の出屈を結審をした当時一これは商調協がい

たしたわけでございまして、市としてはこれに関知をしたわけではございま

せん。事情は当時の委員長が飯田議員さんですから、飯田議員さんからひと

つお聞き取りいただきたいと思いますが、市としては詳しい事情はわかりま

せん。ただ、先ほど申し上げましたように、中央ショッピングセンターは市

の都市開発区域内の出庖でございますので、やはり市の都市計画との整合性

が伴わなければいけないわけでございますので、市としては極力鋭意努力を

いたしまして、その都市計画の、再開発の実現に努力をしてきたところでご

ざいますが、まことに残念ながら努力も力及ばず現在謄着状態にあるという

のが現状でございます。しかし、これは駅前の開発ということは館山市の顔

に当たる部分でございますので、これは何をおいてもひとつ今後とも努力を
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続けていかなきゃいけないというふうに考えているところでございます。

O副議長(石井謀君) 21番辻田 実君。

。21番(辻田 実君) そういう努力と 1つの考えということは非常に結

構なことでもって、そういうことでお願いしますという以外には論議として

はないわけでございまするけれども、私はここで 1つ問題になることはさっ

きも言いましたように、ジャスコが非常にもう半分以下に規制されて、 4階

建てのものが 1階ということでもってオープンしたと。 2年たって今日もと

に戻してその倍以上の面積、 4階のものを建ててやるというのが出てきたと。

片方はそういう活力を持って営業できる。もし、これはやはり今の法的なも

のからいきますとこれは通産省への届けでもって、あとは地元で協議して云

々ということになってきまするから、なかなか規制、制限というのは無理か

もわかりませんで、ある程度今の状態からいけばジャスコというのは大型底

としてまた再生というんですか、拡大されるであろう。

その場合には、もう館山の産業動向からいって、購買力というのは決まっ

ているわけでございまするから、今でもあの状況なのが 3倍、 4倍の4階建

てでオープンされるということになってしまったら購買者が向こうへ集中す

るわけですから、あと新しい購買者なくなれば既成の商応街というのは、ど

んどんつぶれるのはもう足し算、引き算で行われることは明白であると思う

わけでございまするから、そういう面で私は市としてもほうっておけない状

況じゃないかというふうに思うわけでございまするけれども、そうした点に

ついて市はこれは民間の行うこと、商庖街の行うことということで対処され

るのか、今の市長の答弁の楊げ足を取るわけじゃございませんけれども、同

僚議員の飯田さんに聞いてもらいたいというようなことですけど、飯田さん

に聞く聞かないーそういうことはよく聞いておりまして、これはもう他人

事じゃなくてこれは市独自のやっぱり行政の問題として、商業の振興、そし

て活性化、館山の経済の問題としてとらえるならば、これはもう市が先ほど

も言ったように立ち入って徹底的にやってい《というのが今ないといけない

んじゃないか。市長さんは商工会議所の会頭もやられたその方面でオーソリ

ティーであるわけでございますから、その期待というのはもう大であるとい
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うふうに思うわけですけども、そこら辺のものが出ないとちょっと市当局と

商店街の人たちの溝というのが深まるんじゃないか。

私なんかに対して、最近ではこのごろ館山市がぼやぼやしていると思った

ら、市会議員だって議会でもって何やっているかさっぱりわからないと、そ

んな市会議員だったらやめた方いいというようなことを、この間もそれこそ

飯田さんと一緒に商工会議所の幹部に会ったときに言われちゃいまして、も

うここまで商庖街の問題ほうっておくと市が悪いんじゃなくて、市会議員自

身も考えてもらわなきゃいけませんよというようなことを言われまして、ま

さにそのとおりだなというような感じがいたしまして、そういう面で私はも

うそこまで今の商業政策、商居街の振興に対して市の行政が不十分というこ

とについての違和感、断絶が深まっているということを指摘して、私は議員

の立場からよりこの問題はこれはもう徹底的にやっぱし市挙げて商業対策、

活性化にやっていかなきゃいけないんじゃないかと。特に、大型庖との兼ね

合いの中でもって既存の商屈を保護、育成していくのか、また既存の商屈な

んていうのはもう近代化も進まないし、サービスも悪いし、品物も少ないか

ら大型屈を出して、大型店なら便利もいいし、いろんな品物もそろうからお

客様そっち買ってもらおうと、こういう方向でいくのか、そういうことまで

迫られてきているんじゃないかと。そういう点についての態度を明らかにし

てもらいたいということももう一部の中では出てきている。これは消費者を

巻き込んでそういう世論形成もあるわけでございまするから、そこら辺に立

ってやはりこの商業対策、商応街対策、大型庖対策というものを考えなきゃ

いけないわけでございまするけども、そうした点に立っていただけるのか、

そういう緊急性を考えておられるのかどうか、非常に失礼な質問でございま

するけどもお伺いをいたします。

。副議長(石井 謀君) 半津市長。

。市長(半淳良一君) 市といたしましては、常に商工会議所あるいは商庖

連合会といろんな意思の交換を図ってやっているわけでございまして、館山

市の今東口、西口の都市改造についても、昭和54年に商工会議所で館山市商

業振興計画というのを定めまして、それに従って、その趣旨に沿ってやって
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いるわけでございまして、常に商工会議所あるいは商!吉会の立場に立って、

商業者の立場に立って行政を進めているつもりでございます。

。副議長(石井謀君) 21番辻田 実君。

。 21番(辻田 実君) この問題については、ひとつ議会、執行部ともに

協力して既存商!苫の振興と保護のために頑張りたいと思いますので、これ以

上質問は避けます。

次の大きな 2番目の問題でございまするけども、土地高騰、これはもう各

新聞、テレビでもリゾートによる土地高騰というのは予想外だということで

もって、今までの土地高騰というのは住宅需要によるものだったんですけど

も、リゾ←トの指定によってもう直ちに出てくるということは異常だという

ことを言われておるわけですけども、今回のこの異常な高騰については一時

的なものというふうに判断しているのか、それともある程度長期的に、これ

からリゾート計画が推進されて、向こう 10年ぐらいの間に完成に向かってい

くわけでございますけども、そういう半ば中期、長期的に続くものなのか、

そこら辺の見通しについては現段階で執行部はどのように受けとめておるの

か、お考えを聞かせていただきたいと思います。

。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) やはりリゾート法は時限立法でございますが、

それに伴いましていろいろな角度から若干こういう時代が続くものというよ

うに考えております。

。副議長(石井謀君) 21番辻田実君。

。 21番(辻田 実君) それで、この影響でございますけど、土地高騰と

いう面につきましてはある面では私はいいことだというふうには思います。

価値、それから需要のバランスが高まったわけでございますから、土地が上

がってくるということはある面では経済活力、地域活力というのはついたと

いう裏づけにもなるわけでございますけども、しかしながら多くの市民の場

合には固定資産税の値上がりとかそういうものを招いて、一方では所得が上

がらないという中でもって非常に生活費に困るということが出てくるわけで

ございまするけども、そういうような影響はどのように考えておられるでし
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ょうか。土地が上がればやむを得ないという考えなんでしょうか、そこら辺

についてひとつお答えをいただきたいと思います。

。副議長(石井 謀君) 渡辺総務部長。

。総務部長(渡辺秀夫君) 確かおっしゃられるとおり固定資産税の影響は

ないかということでございますが、今の段階では評価がえに先立って例年国

から示される固定資産評価に関する基本方針、それと並びに平成 3年度にな

るわけでございますが、固定資産税評価基準の取り扱い要綱等がまだ出てお

りませんものですから、現在の時点では具体的にはどうなるかちょっとわか

りません。ただ、上がっていることで問題になるのは、どちらかといえは正

常な取引で行われている分には評価かなり上がるかもしれませんが、いかん

せん今の段階では固定資産評価基準の取り扱い要綱等が示されておりません

ものですから、今のところ何とも言えません。

以上でございます。

。副議長(石井謀君) 21番辻田実君。

。 21番(辻田 実君) それからもう一つは、公共事業の推進に当たりま

して土地が高騰すると非常にやりにくくなるわけでございますけども、 50%

も値上がりされたんじゃこれからのいろんな市の公共事業、これからやらな

きゃならない問題たくさんあるわけでございまするけども、こういう点では

支障が出てくると思うわけでございますけど、これはもう時価相場でもって

取引ですから、ことしからもうすぐこういう今までの公共用地の確保という

ことについて49%の値上がりということでもってかけていかなきゃいけない。

こういうことになりますると半分の事業しか進まない、こういう結果が出る

ように思われるわけでございますが、こういう影響はどのように考えておる

でしょうか。

。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) 現段階で上がったためにいわゆる公共事業とし

てはやりにくくなるということは考えられます。しかしながら、監視区域の

導入等によりまして長期的に見れば、むしろこういう監視区域に指定される

ことによって落ちついてきますし、また地価も落ちついてまいりますし、ま
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たそういった投機的なものも、ある程度土地利用という観点からも話し合い

でいい方に向いてくるんじゃないかというような考え方もできるわけでござ

います。

。副議長(石井謀君) 21番辻田実君。

。 21番(辻田 実君) 私の知識は非常に薄弱で申しわけないんですけれ

ども、リゾートの開発につきましてそれなりに勉強してきたわけでございま

す。幾つかの問題点があるわけでございます。そうした中において、その 1

っとしてリゾート地を造成していくためには安い土地、安いコストでもって

造成をしていかないと、今度はそこにリゾートとして長期滞在する人たちが

非常に高い金でもって滞在しなきゃいけないということになりますと国民的

な規模のリゾートというのは成立しないと。一部の金持ち階級だけのリゾー

トということじゃ、もうリゾートそのものが成り立たないということが、こ

れが一番問題だということを、これは鴨川でやった研究会でも市がいろいろ

あっせんしてくれた研究会の講師の人も口をそろえて言っているわけです。

過日のNHK等の特集の中でも、外国ではまず非常に広大な土地を確保し

て、そしてその上に監視規制を加えて絶対値上がりをしないということでも

って、本当に安い価格でもって土地を手に入れて、そしてリゾートを形成し

ているから物すごい安い形で提供できる。だから、多くの国民が行って、そ

こでもって 1週間なり 1月滞在してやるということ。日本は土地ブームによ

って、このリゾートが土地の利権なり土地ブロ←カ←の食い争いにあれする

となると、これもうリゾートというのは完全に挫折するということが特集の

中で出ておりました。これは一番気をつけなきゃいけないということでもっ

て、今これがもう早くもこういう形で出てきたということになれは¥私は今

リゾート計画が 3つほと‘館山にかかっているんですけど、全部失敗するんじ

ゃないか、失敗すると言っているんですから。それで、一部の新聞には、こ

う土地が上がったんじゃリゾート計画予定どおりいきません。ほとんど土地

の買収費がリゾート開発の中でもって半分以上の経費を占めるんだから、こ

れが50%も60%も上がったんじゃとてもノfンクですというようなことは一部

伝えられていた。リゾートそのものが根底から崩れるという大変な問題だと
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• 

思っています、土地の高騰は。この点をどのように考えておるのか。

それから、同時にどうして土地対策を前にやらなかったか。県は確かに、

私おとつい県の企画課の人と会いました。その中でもって、県は辻田さんが

おっしゃるようにこの指定を受けるのを前提といたしまして監視区域を設け

てやったんですけども、それ以上に館山の方迷惑かけました。したがって、

10月1日からもっと規制を強化してやります、こういうこと言っていました。

その点もやっぱり県にしても甘かったんじゃないか。甘いで県は済むか知ら

ないけど、現地じやりゾートがこれオシャカになったらどういうことになる

か。こういう事態に立ち入っているというふうに思うわけでございますけど、

この土地高騰の問題とリゾート計画が大きく変更されるだろう、挫折する危

険性が出てきたという判断、これは私が一部聞いたそういうものは考え過ぎ

なのか、それが具体的に今後影響するものか、そういう点についてどのよう

に市当局が今回のこの発表について受けとめているか、その所信を伺いたい

と思います。

。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) この土地対策といいましょうか、監視区域の指

定の関係でございますが、これは知事が行う業務でございまして、市長がす

るものではございません。他県の状況等を見ますと、大体基本構想が承認さ

れた時期に行われておるというのが実態でございます。ただ、現在申請中の

もので、埼玉県が承認に先立ちまして指定をしているというものが 1件だけ

ございます。

以上です。

。副議長(石井謀君) 21番辻田実君。

。 21番(辻田 実君) この問題は大きな問題でございますので、リゾー

トがどうなるかというものを決定するような状況でございますから、今後深

めてまいりたいというふうに思います。

そこでもう一つは、これ簡単に御答弁いただきたいんですけども、今回の

リゾートによるところの土地の値上がり、それから東京湾横断道によるとこ

ろの値上がり、さらには東関道の実施計画の決定というようなことが絡んで
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くるということですが、いずれも中身のない間接的な影響による、見越した

ところの値上がり、先取り的な値上がりということでございまするから、本

来土地というものはそこに住むことによって、またその土地を利用する、経

済活動をする中から経済価値が高まり、そして土地の価値が高まっていくと

いうのが健全な形なんですけども、株や何かと同じでもってただそういう 1

つの間接な影響によって値上がりするということは非常にこれは危険が伴う

し、またそれのところの弊害も大きいわけです。その弊害というのは地域の

住民が弊害をこうむらなきゃならないという問題出てくるわけですから、こ

の値上がりというのは歓迎できる問題じゃなし」本当の経済活動そのものの

中で出たものだったら喜ぶべきものだと思うんですけれども、この点につい

てはどのように考えておるのか、考え方だけで結構でございますから伺いた

いと思います。

。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) 確かにある意味では何といいましょうか、思惑

的な値上がりということも考えられますが、現実に見てみますと千倉と館山

とを比較してみますと、千倉の人たちに言わせると館山は比較的土地が安い

というような、今まではそういうようなこともあったわけでございます。そ

ういった事例だとか、あるいは東京湾横断道路が着実にもうくい打ちを始め

たと、工事を始めたという段階でもありますし、いわゆる東関東自動車道、

これらにつきましでも計画等は一応整ったわけでございまして、一般国道と

しての 127号のバイパスも着実に進んでおるわけでございます。平成 7年度

を目途として整備をしようというような、そういう外的要因も非常に強いわ

けでございまして、やはり相場等もそうだろうと思いますが、ある程度の予

測の上に立って将来を買うというようなこともあるわけでございます。した

がし、まして、まるっきり思惑買いというようなことでもないんじゃないかと

いうようなことが考えられます。

以上でミす。

@副議長(石井 謀君) 21番辻HI 実君。

@21番(辻田 実君) 時聞がございませんので、残念ながら最後にいた
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したいと思います。

2番目以降の問題は時間切れでございますけれども、これは何らかの形で

もってひとつ解明してもらいたいというふうに思いますので、お願いします。

今の答弁にもありましたけれども、 1つはただ単に思惑買いだけじゃない

面もあるんじゃないかということでございますけど、私はその点が一番重要

だと思うわけでございます。私こういうことはできないかと。要するに、山

林、原野とか思惑買いをしてその地域、特に山林等については思惑買いをし

て無責任に道路を引いたり、それから木を切ったりするということについて

は、私は何らかの規制なり方法があるんじゃないか。自分が買ったんだから

山の自分の木を切るのは勝手だというようなことでもって切られる。切った

ってその跡へうちを建てるわけじゃない。次に売るために木が生えていたん

じゃぐあい悪いからある程度ちょっと地ならしをして、そして宅地のように

見せて売る、そういう手段にやられる。今回の君津地方の山崩れだとか何か

については大体そういうところがほとんどだそうでございまして、自然のま

まのとこについてはほとんど災害がなくて、何か木を切ったり一部土地を買

ってそこへ別荘をつくるんだということでもって、木を倒して安易な造成を

したところ、それが 1つの契機になって山崩れだとかそういうのが頻繁して

いるということでございますので、そこら辺についてはひとつ今後十分な監

督、指導というものをお願いいたしまして、時間でございますからこれで打

ち切りたいと思います。

どうもありがとうございました。

。副議長(石井 謀君) 以上で21番議員辻田 実君の質問を終わります。

次、 13番議員山中金治郎君。御登壇願います。

03番議員山中金治郎君登壇)

。 13番(山中金治郎君) 質問の機会を賜りましてありがとうございます。

私は民主クラブの 3番手でございますし、また後に優秀な若手の質問者が 2

人差し控えておりますので、簡単に質問させていただきたいと思います。私

は、現在たまたま事務的に新年度の予算編成の時期に入っておりますので、

予算編成上の基本的な姿勢について二、三お伺いいたしまして、これに対す
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る市長の率直な御所見をお伺いいたしたいと存じますので、よろしくお願い

を申し上げます。

まず第 1点について、既に通告申し上げてございますが、予算の原則論か

ら申し上げて、あくまで当初予算主義と申しましょうか、当初予算中心的な

予算編成をされたいということでございます。f91Jを63年度の決算見込み資料

によって発言をいたしますが、このような傾向は各年度を通じて言えること

であり、かつて私は通告により御質疑を申し上げましたが、体験的に考えま

すことは、今なお厳しいものが感じられないために再度御質問を申し上げる

次第でございます。

63年度の決算見込みによりますと、当初予算 102億 2.846万円に対し最終

予算額は 106億 1.831万 9.000円ですから、差し引きいたしますと 4億 4.9

85万 9.000円が当初予算議決後に追加補正により増額されております。しか

し、収入調定の額は別にしましでも、歳入の決算見込額は 110億 524万 9.0

00円でありますので、実に当初予算額から見ますと 8億 1.618万 9.000円の

多額な金が増加されていることになっております。反射的に申し上げますと、

114億 6.231万 8.000円収入されるべきものであるが、市税の滞納などもあ

り、実収入は 111億 524万 9.000円であったということになります。歳入決

算見込額から考えますと、当初予算は何と実にその92%1しか計上せず、収

入調定額から見れば89%2、最終予算額からいっても 96%1しか予算計上を

していなかったということになります。金額にしますと何と 4億 2.693万円

が財源として使われ、市民のためその年度にいろいろの事業を行われるはず

のものができなかったということになります。

63年度予算について、市は 3月に予算補正をいたしております。 3月末に

は会計年度が終わりになりますが、日数にすればあと 20日ぐらいしかないで

しょう。この時期になってもまだ4億 3.000万足らずの金の収入が予測され

なかったのでしょうか。 100億の金の中での4億 3.000万で、別にどうとい

うことはないと考えているのではないでしょうか。個人の金であれは.考え方

の相違で結構でしょうが、いやしくも公金でございます。大方の市民はそれ

ぞれの立場で市民への行政サービスを求めております。現在の市内の世帯が
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1万 8.826世帯と公表されていますが、この世帯数で平均しますと何と 1世

帯当たり 2万 2.678円となります。これだけの金額があと 20日足らずで会計

年度が終わるというときに、収入されるともされないともわからないという

ことは一体どういうことでしょうか。しかも、市はどんなときでも財源がな

いと明言しております。特に、要望などを聞いたときに強く聞こえるように

思います。法令上は追加、更正の補正も認められているものであり、違法で

はないという安易な考え方から出発するもので、立法の精神から考えれば大

きく踏み外していると言わざるを得ません。予算の持つ政治的原則からも当

初予算で予測されるものは一切計上して、追加あるいは更正は緊急やむを得

ないものに限るべきものであり、あくまでも当初予算において年度の初めに

市民にその年度聞の全容を伝え十分な協力を得ると同時に、その年度の市民

への行政サービスの限界を示すべきだろうと考えます。

これは前にも申し上げましたが、地方自治法第 3条第 1項に規定されてお

ります原則を忘れて、この収入がふえたからあの仕事を、この話を持ち込ま

れたからこうしてとかいたしますと窓意的になりがちになります。今係争中

の西口の土地などいい例ではないでしょうか。年度途中に財源の把握もしな

いままに名目上開発公社に買わせて市が債務負担行為を専決処分まですると

いう、私は反対意見を申し述べましたが、それは土地を買うということの反

対ではなくて、相当多額の財源を要する事業はあくまでも当初予算に編成し、

周知を集めて決定をされて行うという過程が大切であると言っているわけで

す。このような観点から、新年度予算の編成についてどのような手法により

行う考えであるかお伺いいたしたいと存じます。

次に第 2点、これ行政の見直しについてお伺いいたします。 63年度の決算

統計によりますと当市の経常収支率は78.1%で、これは当市のち年前の59年

の85.6%から見れば年々好転して、かなりこれは改良されております。その

市の努力はうかがえますが、これをほかの市と比較してみますと、県下ち万

以上 7万台の市がち市ありますが、この中で最も高い率であります。最も低

いのは成田市の63.5%であります。当市の財政の硬直化はまだかなり悪化し

ております。今ここで思い切った手を打たなければならないというところに

ーち 9 -



来ていると考えます。幸いこの一、二年は給与所得者の所得の伸びや企業の

進出等で市税の伸長があり、それに助けられ経常収支率の悪化を防いでいる

状態でありますが、経済の変動や税制の改正でいつどうなるかわかりません。

このためにも、行政の各分野にわたり見直しを行い、削減よりもむしろ経常

経費の増大化を防ぐ必要があろうかと存じます。

また、当市は人件費の決算構成比が28.6%で、これまたち市の中で最高、

最低の成田市の18.9%に比較いたしますと 10%近い差があります。市の決算

伸長率は 101.9%に対し、人件費が 103.9%であります。人件費を聖域化す

る人もあるでしょうが、支出額の 3分の 1近くを人件費が占めているわけで

ありますので、聖域をつくらずに全分野について十分検討され、一円でも多

い額が市民サービスへの投資額として予算編成されるよう要望するものであ

りますが、この点について市長の所信をお伺いいたします。

次に第 3点、補助事業の総点検についてでございますが、現在市が例年予

算化している国、県等の補助事業でございますが、決算書を見ても同じ事業

が何年も続いているものが相当散見されます。もちろん年数にこだわる必要

はありませんが、恒例化し補助がもらえるからことしもというようなものも

中にはあるのではないでしょうか。これも行政の見直しの中には既に検討事

項として計画されているものと考えますが、真に必要な事業について十分な

市の負担も加え予算化されることを要望いたしたいと思いますが、この点に

ついても市長のお考えを承りたいと存じます。

以上で私の質問を終わりますが、御答弁によりまして再質問させていただ

きます。御清帯、ありがとうございました。

。副議長(石井 謀君) 半津市長。

(市長半序良一君登壇)

。市長(半淳良一君) 山中議員の御質問にお答えをいたします。

第 1点は、予算編成の基本的な考え方ということでございますが、当市に

おきましては従来から総計予算主義に基づきまして、当初予算にできるだけ

計上することを原則といたしまして予算を編成してきたところでございます。

今後もこの方針を堅持していくつもりでございます。しかしながら、予算は
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年間の経済活動全般の見積もりでありまして、予算編成時における行財政制

度を基礎にして積算が行われますので、その後の制度改正または経済情勢の

変化により追加または内容変更等、予算を修正する必要が生ずるのはやむを

得ないものでございます。災害による災害対策費や給与改定による場合は別

としても、市町村の予算は国、県からの負担金、補助金あるいは地方交付税、

地方債等、園、県の財政支出のいかんにより市町村の財源は大きく影響を受

けることになりまして、市町村の予算編成時期にはこれら国、県の財政措置

は未確定な要素が多いことなと‘から、大部分の地方公共団体の予算は補助事

業並びに地方交付税の決定した直後の 9月議会において肉づけの補正予算が

行われるのが通例となっているところであります。

次に、歳入について、昭和63年度決算の例をお引きになりまして、 3月に

なっても歳入決算額と最終予算との差額約4億 3.000万円について予測でき

なかったかという御質問でございましたが、まず予算編成の仕組みとして事

業実施期間がある 12月補正においてはおよそ 11月中旬、 3月補正におきまし

てはおよそ 1月下旬が積算する時期となっているわけでございます。さらに、

市税等の収入についてはち月末日まで出納整理期聞が設けられていることは

御承知のとおりでございます。その結果として、歳入決算額においてかなり

の歳入超過があったわけでございますが、要因といたしましては繰越金等の

留保財源のほか、国や他の地方公共団体と同様税収が予想を上回ったこと、

また特に63年度については最終の予算編成後において地方交付税法の改正に

伴う収入の増及び特別交付税、自動車取得税交付金、競輪等諸収入の増等が

あったことによるものでございます。いずれにいたしましでも、収入の算定

に当たってはあらゆる資料に基づき、正確にその財源を捕捉することが原則

でございまして、今後とも総計予算主義にのっとり適正な予算計上に努めて

まいりたいと考えております。

次に、経費削減のための予算の見直しをしなさいという御質問でございま

すが、例年ゼロシ←リングを原則とした予算編成の基本的な考え方は、経常

経費につきましでも同様でございます。同時に、行政の見直しにつきましで

も本市は早くから各分野にわたって行ってきているところでございまして、
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常に事務事業の見直しを行い、組織、機構の簡素、合理化を国る一方、委託

できるものはできるだけ委託し、また OA化の導入による事務改善を積極的

に進める中で給与や定数管理の適正化に努め、経常経費の節減を図ってきて

いるところでございます。

なお、経常収支比率につきましては、都市ではおおむね70%から80%が普

通と言われておりますが、本市の状況を見ますと私が本格的に予算を編成し

た51年度におきましては96.2%とならざるを得ませんでした。しかし、逐次

改善に努力をいたしまして最近 5年間の比率の推移を見ますと、 59年度が85

.6%、60年度84.3%、61年度82.6%、62年度80.4%、63年度78.1%となって

おりまして、財政構造の弾力化が図られているわけでございます。

次に第 3点、補助事業を総点検せよという御質問でございますが、園、県

の補助事業の採択につきましては毎年度の予算編成におきまして真に必要な

事業であるかどうかを十分見きわめまして実施しているところでございまし

て、今後とも行政全般にわたる事務事業の厳しい優先順位の中で市負担の状

況等を踏まえ選択してまいりたいと考えております。

以上、答弁終わります。

。副議長(石井 謀君) 13番山中金治郎君。

。 13番(山中金治郎君) ほほ了解いたしましたが、なかなか私に納得す

る答弁ということはちょっと無理であろうと思いますので、それぞれ要望を

含んで簡単に御質問の方をさせていただきたいと思います。

まず、最初の 1点、これは基本的な考え方ですが、当初予算を中心に編成

をしていきたいということでございますので、これは原則的に了承をいたし

ますが、地方自治法の 218と 219条ですか、これはこの中へ「普通地方公共

団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その

他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、議会に提出をす

ることができるj ということがあり、予算の編成を見たときは「その要領を

住民に公表をしなければならない」と規定してございます。これは私が御質

問申し上げましたが、住民に対してその年のサービスの限界点を示して住民

からの協力を得るという、この予算の政治的な意義をこれは手続したように
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私は考えます。

そこで、この御答弁の中で大部分の自治体が 9月議会で肉づけの補正を行

われているのが通例であるとなっておりますが、これはいろんな本を読んで

みますと、中にはそういうことを書いた本がございますが、私はこういうふ

うな考え方で大体大部分の自治体がやっておるということでございますが、

そのほかの他町村のそういうふうな実態がもしおわかりでございましたら簡

単にお教え願いたいと思います。

。副議長(石井 謀君) 渡辺総務部長。

。総務部長(渡辺秀夫君) ちょっと手元には詳しいものがございませんが、

県におきましでも大体国庫補助というのが7月ごろ確定するものですから、

それから交付税にしても 8月でございますものですから、 9月補正にかなり

の大きな額で補正しているのが通例でございます。ただ、恐らくどこの市町

村でもやられていると思いますが、どちらかいえば大体固定した交付税とか

補助金とかのところでしたらそうやらないかもしれません。ただ、補助金等

はかなり流動的な面がございますものですから、その事業によって補正せざ

るを得ないということでございます。

以上でございます。

。副議長(石井 謀君) 13番山中金治郎君。

。 13番(山中金治郎君) それから、予算の未計上額の点でございますが、

これは市長さんが就任した際、 53年から 4カ年ですか、それの平均額が最終

予算額とこれは収入決算額との対比ですが101.28%、それが63年度の決算は

先ほど言いましたように103.99%ということになっております。ですから、

やはりこれはとらえ方によって厳しく取り組んでいけば、同じ市長さんがや

っていることですからこれはできると思うんです。これは3.99というと約4

%ですから、 100億台の予算ですから 4億幾らということになります。その

辺をひとつもう少し厳しく予算編成をしていただいて、当初予算にそれを組

んでいただければ何かほかの前向きな事業に使えるということになろうかと

思L、ますので、その点をお願いをいたしたいと思います。

次に、経費の削減のことですが、市長さんが就任された早々から行政の見
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直しゃ改革に着手されて努力されたということはよく私も存じておりますの

で、その努力に対しては敬意を表するものでございますが、そうやって努力

されておりますので経費の削減がこれ以上はなかなか骨が折れるということ

かと思いますが、その点どうですか。

。副議長(石井 謀君) 渡辺総務部長。

。総務部長(渡辺秀夫君) 山中議員がおっしゃる経費削減ということで、

ことしも清掃のある面では民間委託をして経費の削減を図っておりますが、

また今後もできるだけ経費の削減を図るのには、委託できるものは委託する

というような方向で進んでまいりたいと思います。

以上でございます。

。副議長(石井 謀君) 13番山中金治郎君。

。 13番(山中金治郎君) いろいろとこれは関連がありますので、次の補

助金事業のことでございますが、これは御答弁聞いておりますと市の負担の

状況を踏まえて検討をしていきたいという、選択をしていきたいということ

がございますが、これはなるべく市の負担が少ない、補助金の多い事業を選

択をするということにとってよろしゅうございますか。

。副議長(石井 謀君) 渡辺総務部長。

。総務部長(渡辺秀夫君) もちろんできるだけ市の負担を少なく、公共事

業とかそういうものを国、県等の補助をいただいて私どもの負担を少なくし

て、最大の効果を上げていきたいということでございます。

以上でございます。

。副議長(石井 謀君) 13番山中金治郎君。

。 13番(山中金治郎君) 先ほど私ち市の中で成田市を例にとったもので

すから、成田市と館山比較しちゃ困るじゃなし、かということもあろうかと思

いますので、ここで富津市の方もございますが、ちょっとこれをあれしてみ

たいと思います。

富津市が、これは63年度の決算状況ですが、人口が60年のしか載っており

ません。 60年度でち万六千何がしですが、それからはこれかなり人口がふえ

ておると思います。がしかし、館山に一番近い方だと思いますのでこれを申
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し上げますと、これは先ほどの経常収支率は67.6%、それでいつも私が気に

しております公債費の比率は 6.7%です。これは非常にいいと思います。そ

れで、人件費比率は21.9%ということでございます。それから、財政の問題

ですが、歳入総額が 182億 893万 9.000円ということですから、館山から見

ると 82億ぐらいの差がございますし、また産業投資を見ますと館山の産業 3

款で 8億 5.000万に対して約17億です。そういうふうに、予算規模が非常に

大きくなれば、人口が大して変わりなくて、これはもちろん地域面積は館山

の倍近くあります。ありますけれども、こうやって大きな予算規模が組める

ところはそういう今言ったいろいろな比率というのはうんと下がっておるわ

けです。

それで、私が申し上げたいのはこうやって税収の伸びる一いつもこれは

私申し上げておりますが、伸びる方向の産業投資、そういった方向に何とか

予算を組んでいただけないかということなんです。本当に経済波及効果のあ

る方向へ予算を使っていただければ税金の自然増収もふえますんで、いろい

ろのことをやりやすくなるということなもんですから、この富津の例をとっ

ても私はそれが明らかだと思います。これだけの大きな予算を組んでやって

も非常に財政は健全財政であるということでございますので、ひとつ来年度

はそういった思い切った産業重視の予算を組んでいただきたいということで、

これはなかなか難し L、かと思います。今の予算規模のようなことでやったん

じゃ非常にこれは難しいと思いますけれども、来年度の予算編成に当たって

何とかそういった前向きの産業投資をお願いしたいということで、その希望

に何とか近づけてもらえますか、その 1点だけひとつお答え願いたい。

。副議長(石井 謀君) 渡辺総務部長。

。総務部長(渡辺秀夫君) 山中議員のおっしゃることもよくわかりますが、

先ほと富津市の例おっしゃられましたが、私も富津に住んでおりますもので

すから、ちなみにいいますと人口はち万 6.000です。行政区域は 200平方キ

ロでございますから約倍でございます。それで、予算規模の大きいのは御存

じと思いますが、電発の関係、それから大規模償却資産税、固定資産税だけ

で約60億あります。それと、何といいましでも 3町が合併したものですから、
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どうしても公共投資的なものが整備されておりませんで、道路面には物すご

く入っております。それから、図書館もありませんし、庁舎も町役場みたい

なものでございます。そんな関係もありますから、予算の規模は今これから、

固定資産税が非常に多く入っているということで規模が大きくなっておりま

す。御存じと思いますけれども、不交付団体でございますから財政力がとて

も豊かです。それと、経常経費や何かにしでもあそこはし尿処理場とかそう

いうものは持っておりませんで、だからちょっと比較するのはなかなか難し

いということを御理解いただけれは結構かと。それで、産業投資については

地域振興ということで道路からあらゆる面、公共投資も多く心がけてやって

いきたいと思いますので、ひとつよろしくお揺れ、したいと思います。

以上でございます。

。副議長(石井 謀君) 13番山中金治郎君。

。 13番(山中金治郎君) 私もこの富津市の中見て非常に土木費が物すご

く大きいということがありますからこれよくわかります。ただ、この中で産

業 3款が館山の倍だと、予算が。それがあるものですから、ほかのものがと

にかく 82億多いですから、これはいろんなところで使っていることはわかり

ますけど、ただ私は産業重視をお隠れ、したいという建前から、産業 3款だけ

比較して人口は館山と大して変わらないのに倍の予算を入れているというこ

となんです。ですから、何とかこれは今の財政力では非常に私は難しいと思

います。これよくわかりますけれども、何とか来年度の当初予算の中へ前向

きの、本当にすばらしい経済の波及効果のあるようなそういった何か私は取

り入れていただきた ~\o 先ほどの同僚の小宮議員が言っていただきましたが、

そのような私は何かよそにないものをつくっていただければ、道路にしても

鉄道にしても館山に人が集まるということがわかれは‘自然にこれできてくる

んです。余りそっちの方へ市が夢中になんなくたってできるんですから、そ

ういうような館山市しかできない、館山だからできるんだというようなもの

をひとつお考えいただきたい。

そういうことをお願いをいたしまして、質問を終わります。

。副議長(石井 謀君) 以上で13番議員山中金治郎君の質問を終わります。

66 



次、 11番議員神田守隆君。御登壇願います。

(11番議員神田守隆君登壇)

@11番(神田守隆君) 既に通告をいたしました4点について、半津市長

の所信をお尋ねをいたします。

まず第 1点は、消費税についてでございます。去る 7月の参議院選挙は、

消費税の存廃を最大の争点、として戦われましたけれども、選挙の結果は消費

税の強行を進めた自民党が歴史的な大敗北をするという結果になりました。

消費税廃止を一貫して主張してきました我が党は残念ながら議席を後退させ

るという結果にはなりましたが、この選挙結果は我が党の進退にかかわらず、

その大勢において消費税は廃止すべしとの国民の明確な審判が下されたもの

と思います。市長は、この参議院選挙で示されたこの国民の審判についてど

のようにお考えでありますか、その御所見をお尋ねをいたします。

次に、 6月の市議会で、市長は市営住宅家賃などの公共料金についても消

費税相当分の上乗せ値上げを検討すると答弁していましたが、今回これらの

提案はされておりませんでした。参議院選挙で示された国民の批判を考慮し

てのことと思いますが、当然のことであります。そこで、既に 3月議会に提

案されて以来 6月議会と 2度にわたって継続審議とされてきた消費税上乗せ

の条例案、水道、くみ取り、鳩山荘などの各料金の値上げについては撤回す

るべきと思うのでありますが、いかがお考えでありましょうか。

次に、第 2点は県南部地域総合利水計画についてでございます。安房、夷

隅の県南地域の水源確保のために南部地域総合利水計画がまとまりました。

平成22年度の必要水量日量7万トン、水源は利根川水系の房総導水路、通水

は平成 7年度に開始するとしております。総事業費は 800億円とも言われて

いるわけであります。現在、房総導水路の水を九十九里水道企業団が管理し、

長生郡市広域企業団、山武郡市水道企業団、八匝水道企業団、ヨつの末端給

水事業体に水を売っているわけでありますが、その値段はことしの4月に値

上げがされ、トン当たり約 200円になっております。館山市営水道の給水原

価は 162円でありますから、この房総導水路から水を買うのでは現在でも既

にかなり高い水を買うということになるわけであります。さらに、 800億円
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もの巨費を投じて 130キロにも及ぶ導水路をつくるというのでありますから、

その償還費用を含めて考えればトン当たりの原価は 400円乃至 500円以上に

なることも考えられるわけであります。現在でも九十九里水道企業団から受

水をしております山武水道企業団の末端給水の原価は 405円となっているこ

ともこのことを示しております。この利水計画の最大の問題点は、現在でも

かなり高い房総導水路の水を莫大な資金を投じた導水路を建設してヲI~、てく

るために、末端の給水原価が現行の市営水道に比べて数倍という高いものに

なりかねず、市民に高い水道料金と市財政に大変な財政負担ということにな

りかねないという点であります。この点について市長はどのようにお考えで

ありますか、お聞かせをいただきたいと思うのであります。

次に、水源対策として、これまで私は豊かな水源に恵まれている君津郡市

からの導水を検討してはどうかと提案してまいりましたが、例えば豊英ダム

から 2万トンの給水で導水管はわずか32キロ、約80億円程度の建設費で可能

だという自治労公営企業体一公企労の水問題プロジェクトの提案を紹介し

てまいりました。君津地域からの導水ははるかに安い費用で可能だと思うの

でありますが、その実現について不可能だとお考えなのでありましょうか、

その理由等について御説明をいただきたいと思います。

さらに、安房、夷隅17市町村が共同事業として南部利水計画を進めていく

と。このために、企業団を結成するということであります。しかしながら、

同じ安房郡市の市町村をとりましでも、例えば鴨川市では保台ダム、天津小

湊町では第 2奥谷ダムとそれぞれ現在建設中であります。各市町村では水事

情はそれなりにかなり違うものと思うのでありますが、また最も水に困って

いるのはこれら町村の中でも館山市ではないかと率直に思うのでありますが、

企業団方式で共同で行うということについて各市町村、自治体との共同は可

能なのでありましょうか、この辺についての御見解をお聞かせいただきたい

と思うのであります。

大きな第 3点、でありますが、地価高騰の問題についてお尋ねを申し上げま

す。 7日に発表されました地価調査の速報値では、県内の地価上昇が最高は

富浦町の84.8%とリゾート地域を中心に大幅な高騰を示しておりました。当
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市も49.8%、約50%の暴騰となりましたが、この原因とその対策についてど

のようにお考えでありましょうか。私はこの地価の高騰は、結局は固定資産

税あるいは相続税などその評価額を押し上げる要因となり、さらにまた公共

用地の確保にとってもゆゆしき問題をもたらすものとして市民の生活にとっ

て好ましいことではないと考えるわけでありますが、この辺についての御見

解をお聞かせいただきたいと思います。

第4点目でありますが、ゴルフ場開発についてお尋ねをいたします。既に

これまでゴルフ場の開発問題についてはたびたびお尋ねをしてきたところで

あります。 6月議会でも御質問したところでありますが、十分な御答弁をい

ただけませんでした。千葉県におけるゴルフ場開発計画の取り扱い方針によ

りますと、新設及び増設のゴルフ場開発計画については、当該市町村及び地

元住民から積極的かっ強力な要請があるものを協議の対象とするとされてお

ります。この規定があるわけであります。市及び地元住民の積極的かっ強力

な要請がなければ県のこの指針によればゴルフ場は協議の対象にすらならな

いのでありますが、この地元住民の積極的かつ強力な要請とは、市において

は具体的にどのようなことだと考えておるのでありますか、御説明をいただ

きたいと思うのであります。

以上、 4点にわたってお尋ねをいたしましたが、御答弁によりまして再質

問をさせていただきます。

。副議長(石井 謀君) 半津市長。

(市長半岸良一君登壇)

。市長(半津良一君) 神田議員の御質問にお答えをいたします。

まず第 1点は、消費税についてでございますが、参議院選挙では廃止すべ

きとの国民の審判が下されたと思うが、市長はこの結果をどう思っているか、

小さな第 1点の御質問でございますが、さきの参議院議員選挙で示されまし

た消費税に対する民意につきましては、最近の見直し論議と世論の動向を見

ますとどのように判断すべきであるか、甚だ困難な面があるところでござい

ます。しかし、私は廃止すべきだという世論が下ったというふうには考えて

おりません。消費税問題が選挙の結果について非常に大きな要因であったこ
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とは、これは紛れもない事実でありますが、消費税問題以外にあるいはリク

ルートの問題とか、政治に対する不信感とか、あるいは政治家のモラルの問

題とかいろいろ問題があるわけでありまして、特に農産物の自由化に対する

問題、これも非常に大きな問題であったように考えるわけでございまして、

確かに消費税の問題が大きな要因であることは認めますけれども、それがす

べてではなかったというふうに考えております。

御承知のように、全国市長会におきましでも今回の消費税を含む税制改革

は、高齢化、国際化が急激に進展する我が国の将来を展望し、所得、消費、

資産の間で均衡のとれた税体系を構築し、もって安定した長寿、福祉社会を

実現することを目的として実施されたものであり、同時に消費税は地方公共

団体における今後の行財政運営にとって重要な財源であるものと位置づけて

いるところでございます。しかしながら、新しい間接税であり一般的になじ

みのない税であることなどから、この税に対して国民の間で種々の不満や戸

惑いが生じているとして、国においては今後さらに国民の理解と協力を得な

.がら、その内容や仕組み等について必要な見直しを行うなど適切な措置を講

ずるよう、去る 8月2日開催されました全国市長会総会におきまして、消費

税の見直しに関する決議を行いまして、引き続き政府に申し入れたところで

ございます。したがいまして、私といたしましては今回の一連の税制改革に

ついて今後国政の場でさらに論議を尽くし、国民の納得のいくバランスのと

れた税体系を構築することを期待しているわけでございます。

次に、公営企業会計における条例改正案につきましては、既に消費税法が

4月1日から施行されまして各経費に消費税の影響があること、現実に納税

義務が生じていること、さらに各会計の経営状況等から提案を申し上げてい

るところでございます。

次に、大きな第 2点、県南部地域総合利水計画についての御質問でござい

ますが、小さな第 1点、供給コストの御質問でございますが、現在南部地域

広域水道企業団設立促進協議会で、取水場、浄水場、管路等の施設計画の策

定とあわせて、各水道事業体の新規必要水量、受水地点等について統一的な

手法により事務協議が進められている段階でございます。したがいまして、
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建設にかかわる総事業費及び各市町村の負担額等については積算がされてお

りませんので、御質問の水道料金、財政負担につきましては今後十分協議す

る中で負担の軽減に取り組んでまいりたいと考えております。

小さな第 2点、君産地域からの導水の御質問でございますが、君津地域は

安房地域とは距離的に近い位置にありますので、当然検討の対象とされたと

いうふうに伺っておりますが、君津地域の既存及び計画ダムには多目的とし

て既に種々の水利使用者が権利を取得しております。さらに、君津地域での

将来の水源として確保されていることから、安房地域への導水が無理である

と判断したものと伺っております。

小さな第 3点でございますが、安房、夷隅郡市各市町村で共同は可能かと

いう御質問でございますが、安房、夷隅地域は地勢的な特性から天候に左右

されやすく、水源対策に苦慮しているところでございます。長期的に安定し

た水源の確保は、各市町村とも一致して要望しているところでございます。

水需要予測では、平成 7年度に南部地域の14事業体のうち 11事業体が、また

残りの 3事業体も数年後には水不足が生じると伺っております。また、県の

実施した南部地域総合利水計画調査によりますと、地域特性、水利権等の状

況を踏まえて南部の水源開発は利根川水系により広域的に整備をすることが

適当であるとの結果が示されました。市町村はこれらの結果を受けまして、

去る 7月13日に11市町村が共同して広域的水道整備計画の策定を県知事へ要

請し、今後企業団方式による用水供給を行うべくこの企業団設立のための南

部地域広域水道企業団設立促進協議会を発足したものでございまして、この

計画の推進についての共同は可能であると考えております。

次に大きな第 3点、地価高騰についてでございますが、まずその小さな第

1点についてでございますが、さきの辻回議員に御答弁申し上げましたとお

りでございますけれども、房総リゾート地域整備構想が承認されたこと、東

京湾横断道路の着工及び東関東自動車道館山線の整備促進等、県南部地方に

大きなインパクトを与える諸計画が動き出したことにより当地方が注目され

てきた結果、土地の需給ノ《ランスに変化を来したものだと考えております。

この対策といたしまして、県は本年10月1日からさらに監視区域を強化、拡
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大する決定をいたしまして地価対策を実施してまいりますので、市といたし

ましても県と連携を密にしながら対応してまいる所存でございます。

次に大きな4点、ゴルフ場の開発についてでございますが、ゴルフ場開発

につきましては県から千葉県におけるコeルフ場開発計画の取り扱い方針が示

されているところでございます。御質問の同方針第 3の当該市町村及び地元

住民からの積極的かつ強力な要請があるもののうち当該市町村の積極的かっ

強力な要請があるものとは、市町村の総合計画等に整合しており、かっ地域

の振興に資すると判断されるものであり、地元住民の積極的かっ強力な要請

とは、ゴルフ場開発予定地の地権者の相当数が要望しており、書面として確

認されることと県から指導されております。

以上、答弁終わります。

。副議長(石井 謀君) 11番神田守隆君。

。 11番(神田守隆君) 選挙の結果、参議院選挙の結果についてのいわゆ

る3点セットといいますか、消費税あるし、はリクルートの問題、そして米の

輸入自由化問題、こうした点が自民党の敗北の大きな原因であったというの

は、これはそのとおりだというふうに思います。しかし、その中でも私はこ

の消費税の問題というのは、極めて大きな位置と役割を持ったんではな L、か

なというふうに考えているところで、この選挙の結果からはまず消費税は廃

止と、これが民意に沿う道だと、こういうふうに思うわけでありますけども、

市長さんは今の御答弁ですと必ずしもそうではないということで、全国市長

会において見直しについての決議をしたんだと、こういう点を指摘したわけ

ですけれども、この見直し論というのはわかるようでさっぱりわからないん

です。

市長さん、この見直し論、過日の新聞報道等によりますと生活必需品ある

いはぜいたく品も 3%という同じ税率はこれは不公平じゃないかと、この辺

を見直すべきだとか、あるいは生鮮食料品だとか教育、福祉は非課税にする

べきではないかと、こういうような議論ですとか、さまざまな議論が出てき

ているわけでありますけれども、特に公共料金はこれは生活の基盤を支える

一番最低限のものといいましょうか、そういう性格が非常に強いわけで、全
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国市長会での議論の中でもこうした公共料金への課税についてはやはり問題

があるんではないかという議論もあったやに聞いております。市長さんは、

こうした市民の暮らしのいわば底辺を支える公共料金、こういうものについ

て今見直し論ということを言って、私は見直し論に必ずしも同調するわけで

ありませんけれども、市長はこの辺見直しが必要だというふうにお考えにな

っておるんですか。

。副議長(石井 謀君) 半津市長。

。市長(半淳良一君) 見直し論の内容につきましては、現在政府において

検討しているところでございまして、まだ論議の対象とはすべきではないと

いうふうに考えております。

。副議長(石井 謀君) 11番神田守隆君。

。 11番(神田守隆君) いや、それは違うんで、国でもう一度改めて論議

しようというんですから、これは下からどんどん意見を上げて何を見直しだ

とか、いや見直しを進めていったら廃止しかないということになるのかは別

といたしまして、今は国での論議を待って、それを待つだけだというんでは

ちょっと心もとないと思うんです。ですから、率直に今公共料金の問題につ

いて課税の対象になっている、これはやはり問題ではないかという認識はお

持ちですか、お持ちでないですか。

。副議長(石井 謀君) 半津市長。

。市長(半淳良一君) いろいろな諸経費について既に税がかけられている

んですから、公共料金についても当然課税すべきだと考えております。

。副議長(石井 謀君) 11番神田守隆君。

。 11番(神田守隆君) いやいや、それは市長の個人的な見解としてわか

りますけれども、全く現在のいわゆる見直し論の底流にあるものというのは、

やはり消費税が大変不公平だというこの議論ですね。これは消費税の廃止論

でも当然それが一番大きな議論です。見直し論の中でもそれが一番基本、底

流にあるところで、この点について今の市長の御答弁では何ら御理解がされ

ていないと、残念なことだと言わざるを得ません。

次に移ります。そういう見解ですから、この 3条例案についても撤回する
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というお考えはないというさっきの御答弁とつながるんだろうというふうに

理解をして第 2点に移ります。

南部地域総合利水計画についてでございますけれども、まだ積算がされて

いないから負担のことについてはわからないということでありますけれども、

ちょっともうそれでは議論が全然前に進まないわけです。しかし、実際には

実務レベルでどんどん進んでいるわけです。一応新聞の報道等によりますと、

800億円規模というようなことが言われております。ざっくばらんに言って、

こうした金額がある以上、これはその償還費用、相当常識的に考えてトン当

たり 200円とか 300円とかというようなものになってくるんじゃないか。こ

のうち実際国の方が幾ら出して県が幾ら出して、そして市町村での負担がど

うなっていて、それまた住民の負担ではどうなるんだと大まかな話というも

のはできないもんでしょうかね。

。副議長(石井 謀君) 鈴木水道課長。

。水道課長(鈴木信一君) お答えいたします。

財源的にどうかというような御質問でございますけども、現在市長答弁し

たように促進協議会でこの問題を今詰めている段階でございます。したがっ

て、財源につきましてはこれから詰めるわけでございますけども、新聞報道

で言われております、総事業費 700億から 800億円程度ということで報道さ

れております。この 700億から 800億につきまして現在促進協議会で検討し

ているところでございますが、仮に 800億といたしますとこれから特定広域

化の施設整備の採択要件の中に入るわけでございまして、当然国が2分の 1

乃至 3分の 1というような国庫補助がおりるわけでございまして、 800億と

いたしますと 240億、残り 560億というような数字が出ているわけでござい

ますけども、これとてこれからつくられます企業団の取水場あるいは浄水場、

導水、配水管、それから末端水道事業体の管路整備、受け皿、そういったも

のもすべてこの総事業費の中ではじかなきゃならぬというような問題点もご

ざいます。そういうことで、残り県、それから企業債、それから市町村の出

資金というような形になろうかと思います。これから十分財政的な面を詰め

ていかなきゃならぬということでございます。
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現在言えますものは、既に雪事業体の用水供給事業体ができてございます。

この中の供給単価、給水単価あるし、は 1トン当たりの水道料金等を勘案しま

すと、安いところで 100円、それから高いところで 181円23銭というような

トン当たりの単価も出ております。こういったことから、そう数倍、あるい

はこの範鴫に入るんじゃなかろうかというようなことは思われますけども、

400円乃至 500円という数字は今のところ何とも言えないというようなこと

でございます。

以上でございます。

O副議長(石井 謀君) 11番神田守隆君。

@ 1 1番(神田守隆君) 房総導水路から水をもらってくる、買ってくると

いうことになろうかと思うんですが、すると現在これを管理しております九

十九里企業団が、茂原ですとか、長生郡市広域企業団、あるいは山武水道企

業団ですか、八匝水道企業団と、こういうところに水を売っているわけです。

この単価については、トン当たりこの4月から値上げになって約 200円程度

のものとーちょっといろんな計算のがありますけれども、というふうに私

は理解しておるんですが、これでよろしいですか。

。副議長(石井 謀君) 鈴木水道課長。

。水道課長(鈴木信一君) お答えいたします。

九十九里で供給単価で 187円20銭、それから北千葉で 132円02銭、東総で

297円63銭、君津企業団で 135円49銭、印膳で 242円27銭、こういうような

数字でございます。

以上でございます。

@副議長(石井 謀君) 11番神田守隆君。

。 11番(神田守降君) 今の長生のは、百八十何がしというのは 3月まで

の決算の数字等で私どもがはじいた数字とほとんど同じなんですけども、こ

の4月から 20円値上げというような話が出てきておりますんで、恐らく 200

円ぐらいになっているんじゃないかなというふうに、この4月以降の数字を

こちらは考えているんですけれども、そういたしますと今県営水道の給水原

価、これについては 192円だというふうに県知事が県議会でも答弁している
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んですけれども、よろしいですか。

。副議長(石井 謀君) 鈴木水道課長。

。水道課長(鈴木信一君) 県水は 192円ということで聞いております。

以上でございます。

。副議長(石井 謀君) 11番神田守隆君。

。 11番(神田守隆君) 私は県水の供給単価が 192円、九十九里の給水単

価が約 200円弱ということで、今の水準がほとんど同じか若干高い程度だろ

うというふうに思うわけです。その房総導水路から水を引こうというわけで

すから、当然、現在の長生郡市の受水費用、この金額というものが横並びで、

そこから同じ水をもらうわけですから当然、こういう負担は考えなきゃならぬ

だろうというふうに思うわけです。そうすると、 800億ものお金をかけたこ

の償還の費用というのは、結局それに対して県がどうだ、国がどうだという

ことはいろいろあるにしても、この部分については、少なくても住民の負担

そのうち何割という形になる分については当然その分高くなると、こういう

ふうに理解してよろしいですか。

。副議長(石井 謀君) 鈴木水道課長。

。水道課長(鈴木信一君) 九十九里水道企業団の場合とこの安房、夷隅の

水道企業団の場合と若干考え方が違うんじゃなかろうかと。 1つは、九十九

里、利根川水系をもって初めて給水をしたというような町村でございます。

既に、安房、夷隅につきましては既存の水源をもってこれを給水をし、なお

かっ今後利根水系からの水を早く言えばブレンドをして水道料金というもの

を設定しなきゃならぬというような考え方から、できるだけそういったもの

を考えながら今後その財政計画、それから水道料金の高騰を招かないよう努

力したい、このように考えております。

以上でございます。

。副議長(石井 謀君) 11番神田守隆君。

。 11番(神田守隆君) 館山市が独自にブレンドして安くしようと。しか

し、向こうからもらってくる水の単価は、受水費というものは、これはやは

り高くせざるを得ない。 200円前後の現在の長生が受水している費用と同じ
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ものでやらざるを得ないんじゃないかと。長生の方でも、茂原なんかですと

地下水とブレンドしてそれより現実には安くしているんです。しかし、受水

費用そのものはそういう 200円というこうした金額にならざるを得ない。そ

の点についてはやはり新たにつくる房総導水路から持ってくるわけですから、

この点については同じなんじゃないかと思うんです。

そこで、質問をさらに進めるんですが、県知事は高料金対策ということで

市町村に対しては水道の補助をしているんだと、この補助は県の供給単価 1

92円、これと同じになるように補助をしているんだということを県議会で答

弁しています。ということは、今新たにつくろうとするこの房総導水路は、

少なくとも県の基準よりも現在で考えればその分建設費による償還費用とい

うのは丸々高くなることは間違いないんです。だとすれば、私はこの辺の事

業については広域で住民の負担や市町村の負担ということを前提とした形で

やるというのが、今県の言い分には随分矛盾があるんじゃないかという気が

するんです。確かに、この南部の市町村にとりましては水はどうしても欲し

いということはあります。しかし、県がこれまで行ってきた高料金対策の考

え方、こういう点からするとむしろ県営事業としてやる方が筋の通る話じゃ

ないかと。現に、長生郡市あるいは長生郡市の茂原ですとかこういう市町村

では、九十九里水道企業団一房総導水路で:水を管理しておりますねーこ

の九十九里企業団自身が、 53億円もの大幅赤字を抱えている中でこの事業体

そのものを県営にしてくれと、こういうような意見書をこの 3月に決議して

います。こういういきさつを考えれば、当然、今度の中では企業団方式という

ことが今論議になって、住民負担や地元の市町村の負担が当然、の前提とされ

ていますけれども、やはりここはこういう長生郡市等の行き方も含めまして

房総導水路の用水の供給事業といいますか、この用水の供給事業については

一末端の給水事業体はそれぞれ市町村で持つとしても、用水の供給事業は

県営化を図るべきではないかと、こういうふうに思うんです。それが今県が

言っている高料金対策で市町村に助成金を出すという考え方とも整合のある

考え方じゃないかなと、こういうふうに思うんですけども、この点いかがで

すか。
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@副議長(石井 謀君) 鈴木水道課長。

。水道課長(鈴木信一君) 用水供給事業体をこれを県営というようなお話

でございましたけども、まだ現段階ではそのような検討の資料もございませ

んし、また県にもそのような形でのお話し合いはしてないのが現状でござい

ます。

以上でございます。

O副議長(石井 謀君) 11番神田守隆君。

。 11番(神田守隆君) 九十九里企業団が設立されるときに、千葉県の当

時友納県知事と石橋一弥さんだったと思いますけども、九十九里企業団の代

表という、地元の代表ということになるんでしょうけれをも、覚書の約束が

交わされているんです。それは水道の料金が高くならないようにしましょう

と、県が最後は責任持つから大丈夫だというような趣旨での覚書が交わされ

ているんです。そういうようないきさつもあるわけです。私は確かに水は欲

しいと、非常に水の問題というのはこの地域の振興にとって決定的重要な問

題ですから、これは市町村としてはいわば弱昧を握られていると、言葉悪い

ですけれども。ですから、県に対して物が言えないといいますか、そんなこ

とがなきにしもあらずじゃないかなという危慎を感じるわけです。

今の御答弁でも、県営化という問題についてはこれまで論議もされてこな

かったというような今の御答弁からあるものですから、そこでこれは実務サ

イドの問題というよりも市長さんの政治的なやはりお考えということになろ

うかと思うんです。住民にあるいは市財政に長期にわたって多大の負担とい

うものを避ける、こういう点でやはり県営化という問題については、これは

もう今走り始めている事業でありますから、すぐにこの方向転換ができるか

できないかという問題もありましょうけれども、しかしまだま fご検討の余地

はあるんじゃないかなと思うんですけれども、いかがですか。

。副議長(石井 謀君) 半津市長。

。市長(半津良一君) 当地域における水問題についてはただいまお話のと

おりでございまして、市といたしましでも、また三芳水道企業団としても鋭

意水源の確保に努めたいということで努力をいたしてきたところでございま
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して、市水道としては神余ダム、三芳水道としては福沢ダムの建設にーも

う一部建設に踏み込んだという段階にあったわけでございますが、いずれに

しても両方ともでき上がっても、大変経費もやはり 70億から 80億ぐらいずっ

かかりますし、でき上がっても非常に効率の悪い日量せいぜい 5.000トンぐ

らい、あるいは神余ダムの場合はもっと少ない、そういう供給しかできない。

そして、三芳ダムの場合には10年後には既にその使命を終わってしまうとい

いますか、 10年後にはもう足りなくなってしまうと、そういうような状況に

なっているわけでございます。しかし、そうした中でもとにかくやらざるを

得ないということで、先が見えておりましたけれどもやらざるを得ないとい

うことで計画を進めてきたわけでございまして、一方県に対してはこうした

安房郡全体、館山市だけじゃなくて安房郡全体がそうした状況でございます

ので、安房郡全体の水資源の確保ということを要望してきた経緯があるわけ

でございます。

そういうことで、とにかく県でこの南部地域総合利水計画というものを立

てていただいたんで¥これが立てられることによって少なくとも20年先ある

いは30年先も大丈夫だという、そういう見通しがついたわけでございますの

で、大変こちらの方が、将来的にこれに乗るべきだという考え方をしたわけ

でございまして、コストの面についても確かにおっしゃるとおり多額の経費

がかかりますけれども、しかし当時概算したところでは両方 2つのダムをつ

くることによって、やはり 150億か60億ぐらいの経費がかかるということで

非常な原水の高騰を招く、それから比べれば、この南部地域総合利水計画に乗

った方が、極めて大ざっぱな計算ですけども安いと、そういう考え方に立っ

たわけでございまして、そしてそうした判断からこの計画を推進することに

同意をいたしたわけでございまして、そうした状況の中でございましたので、

県営ということについては考えたことがございませんし、まして県に交渉し

たということもございませんが、今後この計画を進めていく中で考えてみた

いというふうに考えております。

。副議長(石井 謀君) 11番神田守隆君。

。 11番(神田守隆君) 長生郡市が各議会で県営化に関する意見書決議を
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しているというようなこともありますし、またそういう中でこの安房、夷隅

の今の企業団の問題があるわけですので、ぜひこうした動き等を十分今後の

検討課題としていただきたいと思うんです。

そこで、あと 7万トンが必要だということで、この必要水量の問題は現在

何トンというふうに踏んでおるのか。この閣の説明ですと 2万トンというふ

うに、館山市が必要とするトン数については伺ったように記憶しておるんで

ありますけれども、 3月の議会では 2万 4.000トンというようなお話で御答

弁があって、この必要水量の見方が非常に揺れているんではないかなという

危棋を感じるわけです。この必要水量を過大に見積もれば、これは住民の負

担にはね返る要素を多分に持っておりますし、過小に見積もれば水が足りな

くなるという問題点もあろうかと思うんです。そして、こういう見積もりの

根拠の上からいえば、館野、九重地区の未給水地区の解消というのは当然の

ことといたしまして、住民の必要水量、 6万市民の今後必要となるだろうと、

平成22年度において必要水量の見込みというのは比較的容易に出るんではな

いか。むしろリゾート関連の開発による必要水量のとらえ方が非常に難しい

んではないかなというふうに私自身は思っているんですが、そういう点で住

民の一般的な給水として必要なものを何トンというふうに全体としてはとら

えておって、リゾート開発の関連についてはどのくらいだというふうに見込

んでおられるのか、お聞かせいただきたいと思うんです。

。副議長(石井 謀君) 鈴木水道課長。

。水道課長(鈴木信一君) お答えいたします。

平成22年約 7万トンということで、各14事業体がその数字について出した

わけでございますけども、館山は前回御答弁申し上け‘たときには 2万 4.000

トンという数字でございました。その後いろいろな検討資料がございまして、

各市町村から上がってくる水量のとらえ方がまちまちでございます。これを

択一的な方法でとらえなければ、 17市町村、 14事業体の数量が企業団として

もまとまらないというような形から、今住民の必要水量につきましてはいろ

んな方法ございます。年平均率あるいはロジスティック三点、法だとかちつの

方法がございまして、その中で今協議を重ねているわけでございます。
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それから、リゾートの水につきましても、企業と今折衝をし協議を重ねて

いる状態でございまして、 2万トン前後を 1つの目安として今私ども持って

いるわけですけども、これからその数字を詰めていく統一的な手法によって

その数字が明らかになってくるんじゃなかろうかというように思っておりま

す。

以上でございます。

。副議長(石井 謀君) 11番神田守隆君。

。 11番(神田守隆君) 具体的な数字をお聞かせいただきたいんですけれ

ども、というのはこのリゾートによる開発がかなりウエートを占めるんじゃ

ないかと、これまでの経験的なことから類推いたしますと。となると、これ

はやってみなきゃわかんないというような要素が多分にあるわけです。実際

に県の工業開発や何かの失敗というのも、この辺の見積もりを非常に失敗し

ているケースがたくさんあるわけです。そのことで大変大きなその後の財政

負担の問題出てきているわけで、そうなりますと先ほど県営化の問題あえて

申し上げましたけれども、結局この見積もりの失敗といいますか、その責任、

だれがどう負うのかという責任の問題と結びっくわけです。そうすると、私

はその点から結局これが見積もり違いなくてピタリいけばもういいんですけ

れども、往々にしてそういうケースが多いもんですから、そうすると結局は

住民の負担ということになりはしないかと、その辺を住民負担にはしません

よという仕組みや手だては考えられませんかということがお尋ねしたい点な

んですが……。

@副議長(石井 謀君) 鈴木水道課長。

。水道課長(鈴木信一君) お答えいたします。

まず、住民の水につきましては、これは最優先に考えていかなきゃならな

い。もう一つリゾートの水につきましては、いろいろ各町村あるいは企業団、

協議会との折衝の中で非常に難しい面が多々ございますんで、そこらを十分

詰めまして数字に余り将来的な展望に立って間違いないような形で今協議し

ているところでございますので、御理解いただきたいと思います。

以上でございます。
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。副議長(石井 謀君) 11番神田守隆君。

。 11番(神田守隆君) 今の水の料金体系の問題で、住民の生活水につい

ては一定の保障をしていこうという趣旨が今の料金体系の中には盛られてい

るわけでありますけれども、リゾート開発に伴う財政上の負担が幾らふえよ

うとも、水源確保のために幾らふえようとも結果的に県営化になればいいん

ですけども、そうならなかった場合当然住民の負担というものが出てくるん

ですけれども、その場合でも住民の負担ということにはさせずにこうした開

発企業の負担と、こういう形でやっていくと、こういうような御決意はいた

だけませんでしょうか。市長さん、その辺どうでしょうか。

。副議長(石井 謀君) 半津市長。

。市長(半淳良一君) まだ計画の段階でございますので、十分煮詰めた上

で考えたいと思います。

。副議長(石井 謀君) 11番神田守隆君。

。 11番(神田守隆君) この水の問題は引き続き大きな問題点ですので、

今後とも論議をしていかなきゃならないというふうに理解しております。

そこで、今14事業体のうち 11事業体 -3事業体が平成7年度から不足を

来すことはないということで御説明ありましたけれども、こうした 3事業体

についても共同事業ということで、その自治体にとっては当面は水は要らな

いというお話ですから、それでもこの共同事業体ということでやっていくこ

とについては大丈夫なんですか。

。副議長(石井 謀君) 鈴木水道課長。

。水道課長(鈴木信一君) 3事業体、これはあくまでも伺った話でござい

ますけとも、当然将来については、数年後には水を不足を来すということで

ございます。当然用水供給事業体から一気に導水をしてきますんで、平成 7

年に使わなくてもやはりそこの場で受け皿をつくっていくというのは、これ

は今現在水があっても将来展望に立った場合に必要なんだというような考え

方に立っておりますんで、これは問題ないというように考えております。

以上で:ございます。

O副議長(石井 謀君) 以上で，11番議員神田守隆君の質問を終わります。
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暫時休憩いたします。

午後 2時ち 9分休憩

午後 3時 2ち分再開

@副議長(石井 謀君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

3番議員田沢勝信君。御登壇願います。

(3番議員田沢勝信君登壇)

。3番(田沢勝信君) 私は既に 4点にわたり通告をしてございますので、

順次質問申し上け.ます。

まず第 1点目に、市の公共料金に対して消費税を転嫁したいとするかたく

なな市長の政治姿勢について問いただしたいと思います。先ほど来神田議員

と市長の質疑応答を注意深く拝聴しておりましたが、市長の公共料金への消

費税転嫁の姿勢についてはどうしても納得できない点が多々ございます。 3

月議会で、市長は特に水道料金、くみ取り料金、国民宿舎の利用料金に消費

税を転嫁したいとして条例改定議案を提出されたわけでありますが、その際

消費税について市長はどのように評価されているのかという質問がなされて

おります。この質問に対して市長の態度表明がされ、私どもも強く批判して

きたわけでありますが、ここで再度消費税についての市長の評価、見解を議

事録から拾ってみたいと思います。

市長はこう評価しているわけであります。 i私はこの新しい税制度につき

ましては、今後の我が国社会経済情勢を展望いたしますときに、高齢化社会

の到来や国際化の進展に備え、国民の聞に存在すると見られる重税感あるい

は不公平感を取り除き、所得、消費、資産の間で均衡のとれた組税体系を構

築することが大きな課題であり、必要なものだと考えておりますJ、こう答

弁をされております。まさに、消費税導入に対する国民世論、導入方法、導

入時のリクルート問題等の政治状況を無視した消費税に対する市長の評価が

表明されたわけでありますが、さきの参議院選挙で示された館山市民はもと

より国民の審判というものは、市長の評価とは全く相反したものでございま

す。まさにさきの参議院で示された国民の審判は、消費税を評価した市長、

あなた自身に対する審判であると言っても過言ではないのであります。仮に、
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消費税導入方法、その政治環境を差し引いて考えてみましでも、消費税の創

設目的、その税の使途目的が具体的に理解できる内容になっていないという

批判も市民の率直な気持ちではないかと思うわけであります。

さらに、公共料金への消費税転嫁についての質疑で、市長、あなた自身が

現行消費税には矛盾があり、できの悪い消費税とお認めになっているわけで

ありますが、参議院選挙ではより具体的な問題が指摘されているわけであり

ます。一方で消費税廃止の公約があり、他方見直しの公約があり、しかも見

直し案すらいまだ明らかにされておらず、検討中というのが現実であります。

現行消費税で納得するという声を市民の中でいまだ私は聞いたことがござい

ません。市長の提案されている公共料金への消費税転嫁案が 3月議会、そし

て6月議会で継続審議になっておりますが、その第 1の理由は何といっても

消費税に関して市民の納得できる理解が深まっていないという点にあったか

と思うわけであります。

そこで、市長に具体的に質問をいたします。さきの参議院選で消費税に関

する市民の審判は廃止が多数であります。そして、現行消費税で納得すると

いう方は見当たらないというのが私の評価でありますが、市長はこの市民の

審判についてどのように受けとめておられますか、お聞かせ願いたいと思い

ます。

さらに、市民の納得いかない消費税をそのまま公共料金に転嫁するという

市長の政治姿勢は余りにも無謀きわまりないと思うわけであります。この際、

公共料金への消費税転嫁案についてはみずから撤回し、国政の論議を見守る

必要があろうかと思いますが、市長の態度を明らかにしていただきたいと思

います。

次に第 2点、年々深刻になってまいりました市内海水浴場の汚染とその汚

染による観光への影響、この汚染の防止策についてお尋ねいたしたいと存じ

ます。非常に残念なことでありますが、市内海水浴場の汚染が進み、北条海

岸海水浴場は今年もまた改善勧告がなされた全国的には数少ない海水浴場の

1っとしてテレビでも報道されました。さらに、相浜海水浴場は、ついに開

設できないという事態に追い込まれるほど汚染が深刻になっているわけであ
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ります。こうした海水浴場の汚染が観光に与える影響は決して少なくないと

思われます。

そこで、具体的に示していただきたいのでありますが、海水浴場への海水

浴客の入り込み状況は例年に比べてどのようになっておりますか。さらに、

こうした海水浴場の汚染防止策について、短期的な施策、中期的な施策、長

期的にわたった施策とどのように進めていく考えなのか明らかにしていただ

きたいと思います。

次に第 3点、館山市唯一の未給水地区であります館野、九重地区に対し早

期に水道設置はできないのかお伺いいたしたいと思います。この問題につい

て、既に先輩の辻田議員よりこれまでの経過、今後の給水見込みの質疑がさ

れてまいりました。また、今議会には館野地区水道整備促進会から上水道早

期設置を願う請願書も提出され、未給水地区の飲料水に困窮している実態、

各家庭での自衛策の限界等を詳しく述べられておりますので、私はこの問題

の核心は水源をどこに求めるかという点にあったこと、そして市が求めた水

源が一転、二転し、三転したことによって市が市民に約束した水道設置、給

水の見込みがその都度引き延ばされてきたという点にあると思うわけであり

ます。

まず第 1案が、地下水源による水道設置案。市の水源調査、井戸発掘、周

辺井戸への影響調査によれば、地下水源による水道給水は可能という結果が

議会に示されていたわけであります。クリアしなければ、ならない課題は、こ

の地下水源活用の地区の同意を得ることができるかどうかという点のみであ

りました。したがって、この議場で市長が先頭に立って理解を求めていくべ

きではないかと執助に市長に迫った記憶も生々しいものがございます。しか

し、市長は覚えておられますか。私が住民のところに行って同意を得られる

くらいならそうしていると言って、みずから先頭に立って同意を得る努力は

しなかったではございませんか。この案に既に早期水道設置の道は、課題は

残されていたもののその可能性はありましたし、水源活用の同意さえ得られ

れば既に計画では昭和62年度に給水がされていたのではないか。

そして第 2案は、三芳水道が当初計画していた仮称福沢ダム計ー画の給水計
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画区域に館野、九重を取り組み、当時でいえば昭和66年には給水開始という

案。

そして第 3は、リゾート開発のためには現状第 2案の計画では対応できな

いとして、県水導入による平成7年給水案であります。一日も早く水道を引

いてほしいと切に願う市民にとって、このような一転、二転、三転する水道

行政を理解してほしいと言われでも割り切れないものがあろうかと思います。

地下水源地区の住民の理解さえ得られれば水道設置がより早く実現するとい

う思いは、この間 1案から 2案への変更、そして 3案への変更の論議に携わ

ってきた者として絶えず残念でなりません。

そこで、具体的に質問いたしますが、平成7年に県水導入によって館野、

九重地区の給水という計画とあわせて、その間一日も早く水道を引いてほし

いという要望を実現するために、暫定的に地下水利用による水道設置の可能

性はないものかどうなのか、その設置は財政的にいってもむだは出ないと思

うわけでありますが、そういったことも含めて検討していくお考えはないの

かどうなのか、お聞かせ願いたいと思います。

最後に第4点目、大雨による被害状況とその後の市の対応策について質問

通告してございますが、この点については既にお二方の質問に対する答弁で

おおむね理解できましたので、市長答弁は省いて結構でございますが、一、

二点被害としては表に出ていないが、対策方お隠れ、したい点がございますの

で、項目だけは残させていただき再質問をさせていただきたいと思います。

以上、御質問申し上げましたが、市長の答弁によりまして再質問をさせて

いただきたいと思います。

。副議長(石井 謀君) 半津市長。

(市長半岸良一君登壇)

。市長(半淳良一君) 田沢議員の御質問にお答えをいたします。

大きな第 1点、市公共料金への消費税転嫁問題についてでございますが、

さきの参議院選挙で示された国民の審判をどのように受けとめているかとい

うことでございますが、これにつきましては先ほど神田議員にお答えいたし

ましたとおりでございまして、参議院の結果につきましては新聞等は社会党
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大勝、自民党惨敗という言葉を使っておりますが、それが消費税問題だけか

ら来るものでは私はないと考えているわけでございまして、先ほどお答えい

たしましたようにリクルート問題に端を発した政治不信、さらにまた農産物

の自由化による問題、そういういろいろな複雑な要素があるわけでございま

して、消費税問題だけではないと思うわけであります。

もし消費税だけの問題だとするならば、例えば選挙の結果は御案内のよう

に社会党は22議席から46議席と一勝率と言っていいのかどうか、 209%と

いうことでまさに大勝でございますし、自民党は69議席から36議席でござい

まして、 52%ということでございまして、まさに惨敗でありますけども、し

かし消費税だけだとするならば同じく消費税廃止を公約として戦った民社党

も、あるいは公明党も、共産党もいずれも勝っていなければならないはずで

ありますけども、公明党は12議席が10議席になりますし、共産党は8議席が

ち議席になり、民社党に至つては 6議席が 3議席になったと、こういうこと

でございます。民社党は 6議席が 3議席でございますから勝率50%でござい

ますし、自民党が52%で惨敗ならば民社党も惨敗でありましょうし、共産党

さんの8議席がち議席になったというのは62%でございます。これはまた惨

敗と言えるかどうかは別問題として、大きな敗退だろうと思います。

そういうことで、消費税だけでこういう結果が出たんではないと思います

し、また二、三日前の朝日新聞の報道によりますと- 1カ月半ほどたって

おりますから民意も多少変化があるのかもしれませんけれども、消費税問題

については見直しが51%、現状でいいというのが4%でございまして、 55%

でありますし、廃止は41%というように出ております。そういう意味で、む

しろ消費税そのままでいいんだ、あるいは消費税としては認めるけれども、

今のままではいけないからそれを見直しなさいというのが51%ということで、

廃止41%を大きく上回っているという、そういう実情があるわけでございま

して、私はそういう意味で消費税廃止が民意であるというふうには考えない

わけでございます。先ほども申し上げましたように、その見直し論が51%も

あるという動向から考えましでも、全国市長会で決議をいたしましたように

今後の国政の場で見直し論について論議を尽くしていただいて、国民各層が
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納得いくような税体系を再構築することが大事である。 そういう意味で、今

後の国政の場における論議を十分尽くすことを期待するものでございます。

また、公営企業、公共料金への消費税の転嫁議案でございますが、先ほど

もお答えいたしましたように、既にこの消費税法は法律として機能をいたし

ているわけでございます。各企業会計における諸経費については消費税が転

嫁をされておりまして、 それだけ経費がふえているわけでございますので、

やはり消費税を転嫁することがその各企業会計の財政運営上からも必要であ

るわけでございますので、御了承をいただきたいと思います。

次に、大きな第 2点、海水浴場汚染による観光への影響と汚染防止対策に

ついてでございますが、小さな第 1点、海水浴客の入り込み状況は例年に比

ベてどうなっているかという御質問でございますが、海水浴客の入り込みは

年々減少傾向にございます。 しかしながら、本年度の当市における海水浴客

入り込み数は38万 5.000人でございまして、昭和63年度の30万 4，000人に比

べ26.6%増となっております。

次に、小さな第 2点、汚染防止対策でございますが、今後どのように進め

ていくかという御質問でございますが、現在三軒町生活排水処理施設建設に

よる海への直接汚水流入防止、河川排水路の塩素滅菌、人工芝接触酸化法等

による河川浄化、家庭でできる浄化対策の普及及び家庭雑排水対策等、市民

ぐるみの推進、 さらに浄化槽の適正な維持管理の指導、畜産公害に対する巡

回指導、監視等を実施しているところでございますが、今後ともこれらの施

策を引き続き推進するとともに、相浜都市排水路浄化施設の建設及び河川滅

菌装置の設置、 さらに本年度実施しております館山湾の汚泥堆積調査並びに

相浜海岸汚泥堆積調査結果によりその対策を検討してまいりたいと考えてお

ります。根本的には公共下水道の完備でございますので、今後公共下水道の

完成に向けて、早期実現に向けて鋭意努力をいたしたいと考えております。

次に、大きな第ヨ点、館野、九重の未給水地域への早期水道設置について

の御質問でございますが、小さな第 1点、未給水地区への早期水道設置はで

きないかという御質問でございますが、辻田議員にお答えいたしましたよう

に、現在南部地域広域水道企業団設立促進協議会において計画の策定が進め
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られておりますので、この計画に基づきまして未給水地域の解消を図ってま

いりたいと考えております。また、未給水地域への給水は長期的な水源確保

を初め館山市水道全体の給水計画等について国の認可が必要で・ございますの

で、御指摘の暫定水源による給水区域の拡張及び給水は既に認可に向けて協

議を進めている現時点では、特別に館野、九重地区へ給水することは不可能

でございます。

次に、第4点でございますが、これについては御答弁を省略させていただ

きます。

以上、答弁終わります。

。副議長(石井 謀君) 3番田沢勝信君。

@3番(田沢勝信君) 再質問をいたします。

最初の消費税についてでございますが、市長さんが 3月の議会に 3つの特

別会計の料金に対して消費税を転嫁したいと、こう提案されておりますが、

議会の中ではこれが継続審議になっているわけです。私は議会の受けとめ方

として、この消費税についてなかなか市民の理解が、納得が得られていない、

そういった中で継続審議になっているんだというふうに判断をしているわけ

であります。こういった状況は、参議院選挙あるいは選挙を終わって以降も

やはり変わっていないんではないだろうか、そのような意味でさきの参議院

選挙の審判をどのように受けとめているのかと、そうお尋ねしたわけであり

ます。社会党がさきの参議院選挙で市民の皆さんの支援をいただいて大勝し

た、そういったことで何も廃止だけが市民の主張だと、こうはうぬぼれてお

りません。少なくとも参議院選挙の中で廃止あるいは見直しやるべきだ、そ

ういった意見が圧倒的多数ではなかったのか。

例えは¥先ほど市長さんも選挙後の世論調査を例に出しておりますが、私

が持っているのはきょうの毎日新聞の世論調査、これをどう見るか、そうい

った社説が載っております。おおむね朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、同じ

ような論調であります。例えば、選挙前にいわゆる廃止の世論が若干見直し

を上回っておりました。しかし、選挙の中で自民党が見直しを公約いたしま

した。そして、その選挙後の世論で見直しが若干廃止を上回る。私はこの選
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挙後の世論、いわゆる見直しが廃止を若干上回っている、この内容をどうい

うふうに受けとめるべきなのか、ここが非常に大事ではないかというふうに

思います。

実は毎日新聞のアンケートによりますと、現状の消費税でいい、これがわ

ずかち%であります。先ほど市長さんは朝日新聞では4%というふうにおっ

しゃっていますが、毎日新聞ではち%になっております。大体同じような傾

向ではないかというふうに思います。また、見直した方がよい、これがいわ

ゆる 45%ですか、廃止が49%、これが参議院選挙の前でありますが、これが

現在では見直した方がよいというのが50%になって逆転をしているわけであ

ります。こういった世論は、大体各社の新聞社が同じように報道をされてお

ります。しかし、ここで民意で示された世論、いわゆる見直しがいい、そう

いった方のうち、実は62%がいわゆる食料品あるいは教育費、生活関連の物

資、サービスは非課税にすることを求めているんだ、そこまで見直しをやる

んであれば消費税で構わない。しかし、いわゆる広く浅く、そういった消費

税の仕組みから考えますと、この見直しを求めている民意というものがこの

消費税を肢本的に性格を変えてもらわない限り納得ができない、そういった

民意ではないかというふうに私は考えております。そういった意味では、少

なくても現状では消費税、少なくても見直し案すら示されていない中では、

現状の消費税ではとてもじゃないが納得していない、市民を含めて。そうい

った審判が実は下されているんではないかというふうに考えておりますが、

市長さん、その辺はとのようにお考えになっておられますか。

。副議長(石井 謀君) 半津市長。

。市長(半岸良一君) 毎日新聞のアンケ←ト結果というのは存じませんけ

れども、大体16日の朝日新聞に出たものとそう変わりがないようなお話でご

ざし、ましたので、見直し論についてはやはりおっしゃるとおりその見直しの

仕五いかんが問題になると思ってはおります。しかし、またどういうふうに

見直すかという案そのものが、法案そのものができておりませんし、見直し

の法案を出すときには恐らくそうした民意を取り入れて法案をつくるんじゃ

ないかというふうに考えておりますので、でき Lがった段階でやはり論議す
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べきものだと考えております。

。副議長(石井 謀君) 3番目沢勝信君。

@3番(田沢勝信君) そういたしますと、市長さんは公共料金への消費税

撤回しないということでありますから、見直し案が具体的に示されていない

段階で、しかも市民が納得していない消費税のまま転嫁をしていくんだと、

納得しなくても極端な話でいえは.無理強いをしていくんだと、あとは議会に

お任せするんだと、そんなお考えでございますか。

。副議長(石井 謀君) 半津市長。

。市長(半淳良一君) 提案申し上げであります公共企業の値上げといいま

すか、消費税の転嫁につきましては、先ほども御答弁いたしましたように既

に消費税法そのものが機能をしているわけで、その経費については当然、消費

税を負担しているわけでございますので、もしここで消費税を転嫁しないと

いうことになりますれば、その財政運営上値上げ等も考慮しなければいけな

い、そういう結果になろうかと思うわけでありまして、それは大変残念なこ

とでございますので、やはり現行生きている消費税法に従ってやらなければ

いけな ¥"0 行政は法の執行という部面も持っているわけでございますんで、

とにかく消費税が今機能をしているという現実があるわけでございますので

私はその法律を執行したい、そう考えているところでございます。

。副議長(石井 謀君) 3番田沢勝信君。

@3番(田沢勝信君) 今の見解について、 3月議会でも同じような質疑を

行ったわけでありますが、既にその際に市長さんは消費税が法律としてある

から、民意を反映する市長の立場、あるいは法律を厳正、公正に守っていか

なければならない立場、そういった意味から現実に法律があるから消費税を

転嫁させていただきたい、こういった主張を前からしておりますが、実は 3

月議会の中でこういった市長自身が矛盾があるんだということを実は 3月議

会でお認めになっていらっしゃるんです。それは市長さん、私から申し上け.

るまでもなく、消費税法では一般会計にも当然仕入れ段階で消費税がかかり

ますから、当然消費税を転嫁しなさいよ。もちろん仕入れ段階にかかる消費

税、それといわゆる市民に負担してもらわなけれは、いけない消費税、これが
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同額だから国庫には納税義務がありませんよ、そういった仕組みになってお

りますけども、現状はいまだ準備期聞が十分一仮に法律を守っていくんだ

と、そういうことであれは、随分期間があったわけでありますから、一般会計

分も含めて出されてもよかったわけです。出さないのには出さないなりに私

も評価しますけども、私が言いたいのは法があるから市民が理解していなく

ても転嫁するんだと、これは矛盾がある。市長さんも実は消費税にはそうい

った問題があるんだと、矛盾があるんだということを 3月議会でお認めにな

っているんですよ。

それともう一点、納税義務があるから特別会計、これは転嫁をしていただ

きたい、これをしなけれは料金を値上げしなければいけない。私は個人的な

考えでありますが、納得していない市民に消費税を転嫁するよりも、むしろ

同額の料金を上げた方がまだ筋が通っているんではないでしょうか、いかが

ですか。

。副議長(石井 謀君) 半津市長。

。市長(半津良一君) 現段階で消費税を取らないで値上げをするというこ

とになりますと、消費税分即その分だけを値上げするということになります

んで、結果的には負担がかかるということは同じことになりますんで、それ

ならはむしろやっぱり消費税がかかるんだからその分いただきますよという

方が市民の皆さんが納得できるんではないかと思います。

。副議長(石井 謀君) 3番田沢勝信君。

@3番(田沢勝信君) そういうこと結果的には同じですよね。これは市民

の側からしてみれば消費税納得できない。納得できないのを押しつけて 3%

を負担してもらうのか、あるいは市民が納得できないのだから消費税は転嫁

しないでほしい。しかし、残念ながら仕入れにはかかりますから、負担があ

りますから、その分を値上げしてもらう、まだ筋が通ると思うんです。まる

で納得していない者に対してだまし打ちではないですか、それでは。

。副議長(石井 謀君) 半津市長。

。市長(半津良一君) 田沢議員のおっしゃるとおりの方法をとるとすれは

結局消費税の内税化という形になってしまうので、やはり結果は同じでござ
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いまして、それに対する見解はこれはもう考え方の相違ということになるん

じゃないでしょうか。

。副議長(石井 謀君) 3番田沢勝信君。

。3番(田沢勝信君) 考え方の違いだということですので、別な角度から

質問してみたいというふうに思います。

私は、実は消費税廃止、こういった支持者の皆さんが社会党に投票をして

くださっているわけでありますけども、内容を十分に検討してみますといわ

ゆる消費税法案は税制改革のうちの 1つの法案でありますけども、廃止を主

張する方の内容をよく聞いてみますと、いわゆる不公平税制が是正されてい

ない、きちんと不公平税制を是正するべきだ一実は毎日新聞にも載ってお

りますが、廃止を主張した者のうち27%は株などのキャピタルゲインの課税

の強化、あるいは法人税の課税強化、こういったものをきちんとしていわゆ

る不公平感をなくしてほしいんだ、税制改革をやり直せ、そのために消費税

をーたん廃止して土俵をきれいにしてやってほしいんだ、こういった考え方

ではないのかというふうに私なりには考えております。

そういった意味で、今回間もなく国会が始まりますが、社会党は消費税の

廃止法案とともにこの税制を改めてやはりきちんと協議をし直して、いわゆ

る21世紀に向けた、高齢化社会に向けた財源問題、あるいは税の不公平の是

正、こういった論議をやり直そうではないかと、こう主張しているわけであ

ります。自民党さんは抜本的見直しを提案するんだ、それで国会の場で本格

的な論戦をして国民から判断をしてもらうんだ、そう言っているわけであり

ますから、何もこんな納得もできない拙速な消費税、こういったものをおめ

おめと公共料金に転嫁しないで、正々堂々と多少お金がかかりましでもやは

り民主主義の定着には金がかかるんだというふうに私も痛感しています。や

はり国会の審議を見守って公共料金への転嫁はやるべきではない、当面凍結

していただきたい、こういったことを要望しておきたいというふうに思いま

す。

それから、第 2点の質問に移ります。海水浴場の汚染問題についてであり

ますが、先ほど海水浴客の入り込みに影響はなかったのか一総体でいえば
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本年度は26.6%増加しているんだ、大変結構だというふうに思います。私が

示していただきたいのは、いわゆるテレビ等で報道されている北条海岸の海

水浴場あるいは相浜の海水浴場の問題、これらの海水浴客に数が減ったりそ

ういった影響はなかったのかということをお尋ねしているわけであります。

その辺はいかがで、ありますか。

。副議長(石井 謀君) 安西経済部長。

。経済部長(安西良一君) 北条海岸の入り込み客数でございますが、昨年

に比べますと、昨年は 3万 2.120人ということでございます。それから、本

年度は4万 3.172人ということで34.4%の増ということになっております。

相浜につきまして、 63年は 5.170人ということでございます。なお、本年

につきましては市の方では統計はとってございません。

以上でございます。

。副議長(石井 謀君) 3番田沢勝信君。

@3番(田沢勝信君) 統計をとられていない、これ何か理由があるわけで

すか。実は、この問題で文教委員長のお計らいで協議会を開催いたしまして

私も大変勉強になったんでありますけども、例年相浜の海水浴場には平均的

だということなんでしょうが、 7.000人ぐらいの海水浴客が来ているのでは

ないかという御説明がございました。その際に、いわゆる今回の海水浴場を

開設しない、こういった市の方針が唐突に地元に一言ってみれば事前に何

の連絡もなく突然、に公表される。民宿等は既に客を予約しておった、こうい

った状況があった。そういった結果から、小宮議員の質問にもございました

けども、ことしは民宿等のキャンセルが出ていた、そういったお話もござい

ました。実は私も子供を連れて相浜の海水浴場、一番暑い日に行ってまいり

ました。本当に涙が出ますよね。全く知らないで相浜に来たお客さん泳いで

いるんですよ、あの海水浴場で、ぱらぱら。本当に汚いです。私は多分来年は

もう来ないんじゃないかというふうに思います。本当に情けなくなっちゃい

ます。そういった意味で、やはりどのような観光への影響があったのか、そ

ういったことはきちんと調査をして報告をしていただきたい、そのことをお

願いしたいというふうに思います。
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それから、北条海岸の海水浴場、テレビを見ていると本当に残念でなりま

せん。毎年改善勧告が出された本当に全国の数少ない中の 1つに定着をして

しまっている状態であります。これも文教委員会の協議会に示された資料、

いわゆる北条海岸がどのぐらい汚染されているのか、その時点では大腸菌に

よる汚染がどのぐらい進んでいるのか拝見をさせていただきましたが、いわ

ゆる相浜の汚染と余り変わらないのではございませんか。まごまごしている

と北条海岸でも海水浴場を開設できない、そういった事態にはなりませんか。

それほど汚染が進んでいるという認識はございませんか。

。副議長(石井 謀君) 小幡民生部長。

。民生部長(小幡清之君) 御指摘のように、北条海岸につきましでも毎年

改善勧告を受けているというような事態が続いてきていたわけでございまし

て、そのために三軒町排水路につきまして排水処理施設を設置したわけでご

ざL、ます。それによって、三軒町海岸はかなり改善をされてきているわけで

ございますが、先ほど市長の答弁にもありましたようにやはり抜本的に解決

するには公共下水道の早期着工ということで解決する、抜本的にはそれしか

ないというように考えております。

@副議長(石井 謀君) 3番田沢勝信君。

。3番(田沢勝信君) 北条海岸の海水浴場、非常に私も不思議でなりませ

んけども、いわゆる相浜と違ってそんなに一河川を汚しているいわゆる大

腸菌、これが非常に多いんでありますけども、汐入川の上流にそんなに多数

飼っている家畜業者余り見受けられません。それでも大腸菌で汚染されてい

る。大変この辺がよくわからないんでありますが、いま一つ北条海岸の汚染

を防止をしていくためには三軒町の排水路、いわゆる処理施設をっくりまし

たが、ああいった施設をやはり汐入川周辺にぜひっくっていく必要があるん

ではないだろうか。もちろん抜本的には公共下水を早く着手してやるのが一

番いいわけですが、これまでの説明によりますと公共下水、大変長い期間か

かるようでありますから、中期的な、短期的な施策としていわゆる生活雑排

水の処理施設をふやしていく、そういった考えはございませんか。

。副議長(石井 謀君) 小幡民生部長。
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。民生部長(小幡清之君) 三軒町排水路の処理施設のような生活排水処理

施設は、下水道計画区域内には国庫補助でございますのでできないというこ

とでございまして、もう下水道計画も本年度基本計画、来年度都市計画決定

と重複しちゃうわけでございます。したがいまして、ことし相浜排水路の処

理施設を本議会に補正予算でお願L、して施設をする予定でいるわけでござい

ますが、あれはもっと簡単な直接浄化法といいますか、やはり離間浄化です

とか人工芝の浄化とかああいった方法がさらに進んだものでございまして、

しかし排水路の水を全部くみ上げまして別系統に滅菌して流すということで

効果はかなり期待できるわけでございますが、そういったものは下水道計画

とは重複しても構わないというわけで、やるとすればそういった施設をやる

わけでございますが、簡単な施設といいましでもやはり迷惑施設になるわけ

でございます。それで、人家の密集した北条、館山地区でまず適地が確保で

きるかどうか、住民の同意がまた得られるかどうかというようなこともござ

います。ですから、そういったことを含めて土地探しということの検討はし

てみる考え方でおるわけでございますが、その前提として考えられる排水路

のまず流量がどれぐらいあるのか、また汚濁負荷がどれぐらいあるのか、そ

ういったことの調査もやってみたいと、このように考えております。

。副議長(石井 謀君) 3番田沢勝信君。

。 3番(田沢勝信君) わかりました。

時間がございませんので、水道問題についてお尋ねをいたしたいというふ

うに思います。県水導入によって平成7年には給水ができるだろう。したが

って、恐らく館山市の拡張事業の認可のことをおっしゃっているんではない

かと思いますが、いわゆる第 2次の拡張事業、これをやろうとすれば、館野、

九重を給水計画区域に含めた拡張事業やろうとすればいわゆる水源を確定し

ておかなけれはいけないということで、県水導入、これを水源として入れて認

可をとっていくためにいろいろ暫定的な地下水の活用はできないんだと、こ

ういった考えで進めたい。それはそれでわかりました、その考えは。

私がもっと検討していただきたいのは、いわゆる私も水源が変わってきた、

館野、九重に水道を引くための水源が変わってきた、この地区の住民に対し
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ても本当に申しわけないなというのが率直な気持なんです。それは地一下水が

使えるんだ、いわゆる 60年の 3月議会、ここで市長さん大変胸を張りまして

3カ年間で62年には館野、九重に水を引くんだー亡くなった松下さんが市

長の今言ったような考え方に対して本当に 3年でやれるのか、こういった質

問をいたしております。市長さん、いわゆる 60年度の 3月議会で当初予算に

2億 6.000万強の本格的な予算をおつけになりました。このときにこうやっ

ておっしゃっているんです。 60年に認可申請もやる、浄化施設もつくる、 61

年には水道管を布設する、 62年には水道を供給するんだ、安心してください

と、こうやって実は答弁しているんです。

ところが、 61年の 3月議会、これでいわゆる水道予算の減額補正が出て実

はびっくりしたわけであります。そのとき林議長さんと私も質問をいたしま

した。減額補正の内容は、地下水源を使えるんだ、 3年でできるんだ、これ

がわかっていても同意が得られないんだ、水源地区の住民の同意が得られな

いんだ。私ここで市長さんとやり合いました。市長さん、地区の皆さんのと

ころに行って土下座しでもやはり同意を得る努力をやるべきではないのか、

こう実は質問を本当に再三にわたってやってきたわけです。そのとき市長さ

ん、私が行って同意が得られるような環境ならば私はいつでも行くんだと、

これが答えです。私は市の課長さんが行つてなかなか同意を得られない、話

し合いの空気をつくられない、こういった状況だからこそ市長さん初め助役

さんが率先して行って同意を得る努力をするべきではないのか、こういった

質問をしてきたわけであります。残念ながら、 61年 3月市長さんはそういっ

た状況でありまして、地下水を使うことについては計画変更もあり得る、こ

う林議員に表明をされたわけであります。非常に残念でなりません。

私は三芳水道の議員もやっておりましたので、当時61年後半から 62年、い

わゆる福沢ダムの認可申請、これの事務作業に入っているという説明があり

ましたので、そのためには給水計画区域を決めなければなりませんので、館

野、九重を入れようではありませんか、こう主張もしてきたわけであります。

そのとおりなりました。ところが最近になって、それではリゾ←トのために

不十分なので県水導入でやる。何と市長が水を引くんだと約束して8年間延
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ばされているわけであります。そういう点で、地区の皆さんが地下水がある

んだからやはり暫定的に水源としてやってもいいのではないか、もう県水が

来ることはわかっているわけですから、水源の住民の同意も得られやすいの

ではないか、あるいは県水が来ればそれにドッキングさせれは‘いいわけです

から、財政上はそんなにむだはないんではないか、こう考えるのが当たり前

だというふうに思います。皆さんはプロでありますから、県水が来るとわか

っているのにそんなことはできない、こうおっしゃいますけども、私の方か

ら見れは、あるいは地区の皆さんから見れば何と無責任なやり方、冷たいや

り方をやっているんではないか、そういうふうに思って当然だというふうに

私は思います。

どうか、時間来ましたので要望しておきたいと思いますが、何とか道がな

いのか、あなた方の責任ですよ、 8年間延ばしてきたのは。きちんと御検討

をお願L、したいというふうに要望いたしまして、質問を終わります。

0副議長(石井 謀君) 以上で 3番議員田沢勝信君の質問を終わります。

以上で通告者による一般質問を終わります。

散 会午後4時 20分

。副議長(石井 謀君) 本日の会議はこれにて散会といたします。

次会は明 9月19日午前10時開会とし、その議事は一般議案、補正予算の審

議といたします。

この際、申し上げます。昭和63年度各会計決算に対する質疑通告の締め切

りは 9月19日正午でありますので、申し添えます。

。本日の会議に付した事件

1 行政一般通告質問
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